
【
解
題
】

福
岡
藩
（
五
二
万
石
）
の
筆
頭
家
老
で
あ
る
三
奈
木
黒
田
家
の
記
録
（「
三
奈
木
黒
田
家
文
書
」）
は
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
記
録
資
料

館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
に
あ
る
。
そ
の
中
の
【
１
】『
御
巡
見
使
御
付
廻
相
勤
候
節
覚
日
記
』（
一
五
一
六
号
）、【
２
】『
天
保
九
戊
戌

年

御
巡
見
使
御
帰
路
御
付
廻
り
相
勤
候
節
日
記
』（
一
二
四
七
号
）
を
紹
介
す
る
。
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
幕
府
巡
見
使
に
付
き

添
っ
た
と
き
の
記
録
で
あ
る
。
書
い
た
人
物
は
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
一
月
に
三
奈
木
黒
田
家
九
代
の
黒
田
清
定
（
源
左
衛
門
、
美
作
、

播
磨
）
の
嗣
子
と
な
っ
た
二
〇
歳
の
溥
整
（
三
左
衛
門
、
播
磨
、
一
葦
）
で
あ
る
。
黒
田
溥
整
は
ま
だ
家
老
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
二
年
後

（
１
）

に
は
父
清
定
の
死
去
に
よ
り
、
三
奈
木
黒
田
家
の
当
主
と
な
り
、
筆
頭
家
老
と
な
る
。
家
老
家
の
〈
若
様
〉
が
、
初
め
て
巡
見
使
に
付

き
添
う
大
き
な
仕
事
を
し
た
と
き
の
記
録
で
あ
る
。

三
奈
木
黒
田
家
は
も
と
も
と
加
藤
を
本
姓
と
し
た
。
藩
主
黒
田
氏
に
仕
え
、
黒
田
姓
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
福
岡
藩
で
は
下
座

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年

幕
府
巡
見
使
に
付
き
添
っ
た
福
岡
藩
家
老
の
記
録

森

弘

子

宮

崎

克

則

西
南
学
院
大
学

国
際
文
化
論
集

第
三
十
九
巻

第
一
号

一
〇
七－

一
九
〇
頁

二
〇
二
四
年
八
月
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郡
を
中
心
に
一
万
二
〇
〇
〇
石
（
後
に
加
増
さ
れ
て
一
万
六
〇
〇
〇
石
余
）
の
知
行
地
を
与
え
ら
れ
た
。
下
座
郡
の
三
奈
木
村
（
福
岡
県
甘
木

市
三
奈
木
）
に
館
を
構
え
て
い
た
の
で
、
三
奈
木
黒
田
と
称
さ
れ
る
。
福
岡
藩
の
家
老
は
、
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
、
中
老
の
家
格
の

家
二
〇
ほ
ど
の
内
か
ら
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
三
奈
木
黒
田
家
の
み
は
家
督
を
継
ぐ
と
同
時
に
家
老
の
上
座
に
就
任
し
た
。

ま
た
福
岡
城
内
に
あ
っ
た
三
奈
木
黒
田
家
の
屋
敷
に
は
、
藩
主
が
参
勤
交
代
の
た
め
に
江
戸
へ
出
発
す
る
と
き
、
必
ず
そ
の
屋
敷
を
訪

（
２
）

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

【
図
１
】
は
文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
「
福
岡
城
下
町
・
博
多
・
近
隣
古
図
」
で
あ
る
。
九
大
図
書
館
が
ネ
ッ
ト
に
公
開
し
て
い
る
。

三
奈
木
黒
田
家
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
藩
主
黒
田
氏
の
先
祖
の
地
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
福
岡
と
、
中
世
期
に
日
本
有
数
の

貿
易
港
と
し
て
繁
栄
し
た
博
多
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
福
岡
・
博
多
の
歴
史
や
文
化
に
関
す
る
豊
富
な
書
き
込
み
が
あ
り
、
侍

（
３
）

屋
敷
に
は
居
住
者
の
名
前
、
さ
ら
に
一
部
に
は
石
高
や
家
紋
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。
城
内
の
本
丸
・
二
の
丸
な
ど
は
空
白
と
な
っ
て
い

る
が
、
城
内
に
あ
る
家
老
た
ち
の
屋
敷
は
描
か
れ
て
い
る
。
福
岡
城
の
出
入
り
口
「
上
ノ
御
橋
」
の
所
に
「
黒
田
美
作
」（
黒
田
清
定
）

と
あ
る
。
こ
こ
が
三
奈
木
黒
田
家
の
屋
敷
で
あ
る
。
三
奈
木
黒
田
家
一
〇
代
の
当
主
と
な
る
溥
整
は
、
天
保
九
年
八
月
八
日
、
巡
見
使

に
付
き
添
う
た
め
に
こ
の
屋
敷
を
出
発
し
、
八
月
二
十
九
日
に
帰
宅
し
た
。
こ
れ
に
関
す
る
こ
と
を
記
し
た
の
が
【
１
】【
２
】
の
日

記
二
冊
で
あ
る
。
大
ま
か
に
区
別
す
る
と
、【
１
】
が
公
的
な
日
記
、【
２
】
が
私
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
【
２
】
に
は
、
従

者
に
「
青
ひ
き
（
青
カ
エ
ル
）」
を
食
わ
せ
た
こ
と
、
若
松
の
宿
所
の
奥
さ
ん
が
と
て
も
「
し
ゃ
う
も
ん
」
だ
っ
た
な
ど
と
あ
る
。
今
日

も
博
多
弁
で
美
人
の
こ
と
を
〈
じ
ょ
う
も
ん
〉
さ
ん
と
い
う
。
こ
の
地
の
方
言
も
使
う
〈
若
様
〉
は
何
に
興
味
が
あ
っ
た
の
か
、【
２
】

を
見
る
と
よ
く
分
か
る
。

巡
見
使
は
、
概
ね
将
軍
の
代
替
わ
り
を
契
機
に
、
旗
本
三
人
一
組
で
全
国
を
八
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て
派
遣
さ
れ
た
。
最
後
の
派
遣
と

－ 108 －



博多

福岡

〈
拡
大
図
〉

[注〕九州大学附属図書館記録資料館九州文化史資料部門蔵

【図１】 文化９(1812)年「福岡城下町・博多・近隣古図｣
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な
っ
た
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
は
、
一
一
代
将
軍
の
徳
川
家
斉
↓
一
二
代
家
重
へ
の
交
代
を
契
機
と
す
る
。
九
州
を
担
当
し
た
旗
本

の
名
前
は
、

正
使

曽
我
又
左
衛
門

使
番

二
〇
〇
〇
石

副
使

大
久
保
勘
三
郎

小
姓
組

一
二
〇
〇
石

目
付

近
藤
勘
七
郎

書
院
番

一
四
〇
〇
石

で
あ
り
、
彼
ら
は
大
名
の
領
地
と
と
も
に
、
長
崎
な
ど
主
要
な
幕
府
領
も
視
察
し
た
。
総
勢
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
従
者
を
含
め
る
と
一
〇

〇
人
ほ
ど
。
こ
れ
に
付
き
添
う
現
地
の
庄
屋
た
ち
、
警
備
の
た
め
の
藩
役
人
な
ど
が
加
わ
っ
た
大
行
列
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
、
巡
見

（
４
）

使
大
久
保
の
紀
行
文
を
は
じ
め
、
彼
の
従
者
立
野
の
紀
行
文
、
各
藩
の
対
応
書
な
ど
を
紹
介
し
て
き
た
。

【
図
２
】
は
、
約
七
か
月
の
九
州
巡
見
の
大
ま
か
な
行
程
で
あ
る
（
豊
前
・
豊
後
国
は
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
に
含
ま
れ
る
）。
巡
見
使
の
江
戸
出

発
は
四
月
一
日
。
そ
の
後
は
東
海
道
を
通
っ
て
大
坂
、
そ
れ
か
ら
久
留
米
藩
の
船
で
瀬
戸
内
海
を
渡
り
、
福
岡
藩
の
筑
前
国
若
松
（
福

岡
県
北
九
州
市
若
松
区
）
に
上
陸
、
陸
路
を
通
っ
て
唐
津
藩
の
呼
子
（
佐
賀
県
唐
津
市
呼
子
町
）
へ
、
そ
し
て
船
で
玄
界
灘
の
島
々
を
巡
り
、

そ
の
後
は
長
崎
↓
島
原
↓
佐
賀
↓
熊
本
↓
鹿
児
島
↓
宮
崎
↓
熊
本
↓
久
留
米
を
通
っ
て
、
ふ
た
た
び
福
岡
藩
へ
、
そ
し
て
若

松
か
ら
乗
船
し
て
九
月
二
十
七
日
に
江
戸
へ
着
い
た
。

九
州
巡
見
の
始
ま
り
と
終
わ
り
は
福
岡
藩
の
若
松
で
あ
っ
た
。
巡
見
使
派
遣
と
同
じ
年
の
天
保
九
年
、
幕
府
が
全
国
の
大
名
に
命
じ

て
作
ら
せ
た
「
天
保
国
絵
図
」
が
完
成
し
た
。
そ
れ
を
国
立
公
文
書
館
が
ネ
ッ
ト
に
公
開
し
て
い
る
。
筑
前
国
の
す
べ
て
が
福
岡
藩
領
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6/24
熊
本

7/11
鹿
児
島

7/11
鹿
児
島

7/28
延
岡

8/11
秋
月

4/28
8/27
若
松

閏
4/21
対
馬

4/14
9/13
大
坂

4/
1
発

9/27
着

江
戸

五
島

5/28
長
崎
5/28
長
崎

【図
２
】
天
保
９
(1838)年

巡
見
使
の
道
程

〔
注
〕
宮
崎
克
則
・
森
弘
子
「
天
保
９
年
幕
府
巡
見
使
の
従
者
日
記
（
１
)
―
立
野
良
道
『
西
海
道
日
記
』
１
・
２
・
３
・
４
巻
」
(『西

南
学
院
大
学
博
物
館
研
究
紀
要
』

５
号
、
2017年

)、
同
「
天
保
９
年
幕
府
巡
見
使
の
従
者
日
記
（
２
)
―
立
野
良
道
『
西
海
道
日
記
』
５
・
６
・
７
巻
」
(西
南
学
院
大
学
『
国
際
文
化
論
集
』
32-1

号
、
2017年

）
よ
り
作
成
し
た
。
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で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
福
岡
藩
の
領
地
が
占
め
る
。「
天
保
国
絵
図

筑
前
国
」
を
【
図
３
】
に
し
め
す
。
天
保
九
年
四
月
二
十
八
日
、

若
松
に
着
い
た
巡
見
使
た
ち
は
、
西
へ
移
動
し
て
芦
屋
・
赤
間
・
青
柳
に
泊
り
、
博
多
で
昼
休
み
し
て
姪
浜
に
泊
ま
っ
た
。
こ
の
時
、

福
岡
藩
主
黒
田
長
溥
は
福
岡
城
を
出
て
博
多
へ
行
き
、
昼
の
休
憩
所
の
博
多
商
人
大
賀
甚
之
丞
宅
へ
出
向
き
、
巡
見
使
三
人
と
対
面

（
５
）

（
６
）

し
た
。
藩
主
に
随
行
し
た
福
岡
藩
士
杉
山
尚
行
（
七
〇
〇
石

大
組
）
の
日
記
に
よ
る
と
、

早
速
ニ
大
賀
宅
え
御
出
、
御
三
人
御
同
席
ニ
而
御
対
話
、
公
儀
御
機
嫌
御
伺
被
成
、
御
挨
拶
被
為
済
、
即
刻
御
立

と
あ
る
。
四
年
前
に
福
岡
藩
主
と
な
っ
た
二
七
歳
の
黒
田
長
溥
は
、
巡
見
使
た
ち
と
の
儀
礼
的
な
挨
拶
が
済
む
と
す
ぐ
に
帰
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
大
名
領
の
場
合
は
巡
見
使
の
宿
所
あ
る
い
は
休
憩
所
へ
大
名
が
出
向
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
幕
府
直
轄
地
の
長
崎

で
は
、
巡
見
使
は
長
崎
に
着
く
と
最
初
に
長
崎
奉
行
所
を
訪
問
し
、
奉
行
所
の
大
広
間
で
長
崎
奉
行
と
対
面
し
、
巡
見
の
打
ち
合
わ
せ

（
７
）

を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
、
も
う
少
し
事
例
を
集
め
て
か
ら
考
え
よ
う
。

杉
山
の
日
記
に
よ
る
と
、
藩
主
と
の
挨
拶
が
終
わ
っ
た
巡
見
使
正
使
の
曽
我
又
左
衛
門
の
休
憩
所
（
大
賀
甚
之
丞
宅
）
へ
、
家
老
家
の

黒
田
溥
整
（
三
左
衛
門
）
が
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
溥
整
の
肩
書
は
「
御
用
人
」
と
あ
る
。

曽
我
又
左
衛
門
殿
え
之
御
使
者

服
紗
麻
上
下

御
用
人
黒
田
三
左
衛
門
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博
多

福
岡

【図
３
】
｢天
保
国
絵
図

筑
前
国
｣

[注
〕
国
立
公
文
書
館
蔵
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そ
し
て
巡
見
使
副
使
の
大
久
保
（
大
賀
善
之
進
宅
）
へ
は
「
御
用
人
林
太
郎
右
衛
門
」、
目
付
の
近
藤
（
末
次
與
三
郎
宅
）
へ
は
「
御
用

人
郡
金
右
衛
門
」
が
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
さ
れ
た
。
家
老
家
の
〈
若
様
〉
に
と
っ
て
、
こ
の
時
（
閏
四
月
三
日
）
が
最
初
の
巡
見
使
と
の
対
面

だ
っ
た
。
そ
の
後
、
巡
見
使
た
ち
は
福
岡
藩
を
離
れ
て
唐
津
藩
方
面
へ
移
動
し
、
九
州
各
地
を
巡
見
し
て
、
八
月
に
ふ
た
た
び
福
岡
藩

へ
戻
っ
て
き
た
。【
図
３
】
に
あ
る
東
小
田
は
、
筑
後
国
久
留
米
藩
と
の
境
に
あ
り
、〈
若
様
〉
は
こ
こ
に
出
向
い
て
巡
見
使
を
待
っ
た
。

巡
見
使
た
ち
は
太
宰
府
に
一
泊
し
、
福
岡
藩
支
藩
の
秋
月
藩
（
五
万
石
）
を
巡
見
、
そ
し
て
八
丁
峠
を
越
え
て
福
岡
藩
の
飯
塚
・
黒
崎

に
泊
り
、
若
松
か
ら
久
留
米
藩
の
船
に
乗
っ
て
帰
っ
た
。

巡
見
使
が
乗
船
す
る
ま
で
の
二
〇
日
間
ほ
ど
、
ず
っ
と
付
き
添
っ
た
〈
若
様
〉
黒
田
溥
整
の
日
記
を
見
る
前
に
、
彼
の
父
親
で
あ
る

（
８
）

筆
頭
家
老
黒
田
清
定
の
天
保
九
年
『
殿
中
日
記
』
を
見
て
お
こ
う
。
黒
田
清
定
は
天
保
九
年
閏
四
月
九
日
に
福
岡
を
出
発
し
て
江
戸
へ

行
き
、
七
月
二
十
八
日
に
帰
っ
て
き
て
い
た
（
江
戸
往
復
の
記
事
は
『
殿
中
日
記
』
に
出
て
こ
な
い
）。
江
戸
へ
の
往
復
は
六
三
歳
の
黒
田
清

定
に
と
っ
て
、
楽
で
は
な
か
っ
た
。
八
月
六
日
に
「
足
痛
」
に
堪
え
て
登
城
し
、
筆
頭
家
老
と
し
て
の
職
務
を
再
開
し
た
。
そ
し
て
二

日
後
の
八
月
八
日
記
事
に
、

一
、
御
巡
見
使
帰
府
、
松
崎
ゟ
被
入
込
宰
府
参
詣
、
秋
月
、
夫
よ
り
六
宿
通
若
松
之
様
ニ
通
行
相
成
候
付
、
御
領
内
御
付
廻
三
左

衛
門
、
今
日
ゟ
東
小
田
迄
罷
越
、
秋
月
え
も
参
候
由
（
後
略
）

と
あ
る
。
九
州
巡
見
を
終
え
て
帰
る
巡
見
使
の
「
付
廻
」
と
し
て
、
子
の
「
三
左
衛
門
」（
黒
田
溥
整
）
が
久
留
米
藩
と
の
境
の
東
小
田

へ
出
張
し
た
と
あ
る
。
溥
整
は
側
室
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
一
族
の
他
家
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
が
、
諸
事
情
か
ら
こ
の
年
一
月
に
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本
家
へ
戻
り
、
跡
継
ぎ
と
し
て
承
認
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
筆
頭
家
老
と
な
る
溥
整
が
、
し
っ
か
り
と
務
め
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
父
の
黒
田
清
定
は
心
配
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

黒
田
溥
整
が
い
つ
巡
見
使
の
「
付
廻
」
を
命
じ
ら
れ
た
の
か
不
明
な
が
ら
、【
１
】
日
記
は
七
月
一
日
の
記
事
か
ら
始
ま
り
、
担
当

者
と
の
打
ち
合
わ
せ
が
記
さ
れ
る
。「
三
奈
木
黒
田
家
文
書
」
に
残
る
『
巡
見
使
御
帰
路
御
取
扱
之
次
第
』（
一
六
四
八
号
）
に
は
、
巡
見

使
担
当
の
家
臣
の
名
前
と
役
割
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
中
の
黒
田
溥
整
（
三
左
衛
門
）
に
つ
い
て
、

黒
田
三
左
衛
門

東
小
田
迄
罷
越
、
若
松
迄
付
添
、
尤
日
々
御
巡
見
使
御
出
立
後
見
合
、
御
行
列
ニ
不
相
構
、
御
跡
ゟ
御
泊
所
え
罷
越
、
此
節
も
御

家
老
出
方
無
之
候
付
、
自
然
非
常
之
儀
等
有
之
節
ハ
三
左
衛
門
ゟ
可
致
才
判
旨
、
正
太
夫
ゟ
相
達
之

と
あ
り
、
巡
見
使
の
帰
路
に
関
す
る
警
備
の
総
責
任
者
で
あ
っ
た
。
巡
見
使
は
帰
路
に
お
い
て
、
太
宰
府
に
泊
り
、
天
満
宮
に
参
詣
す

る
予
定
で
あ
っ
た
。
ふ
た
た
び
藩
主
の
黒
田
長
溥
は
巡
見
使
と
面
会
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、【
１
】
の
八
月
三
日
に
「
御
巡
見

使
宰
府
ニ
而
、
殿
様
御
出
会
被
遊
筈
候
得
共
、
御
出
会
ハ
不
被
遊
旨
」
と
あ
り
、「
不
快
」
を
理
由
に
キ
ャ
ン
セ
ル
と
な
っ
た
。
藩
主

は
出
て
こ
な
い
こ
と
に
な
り
、
黒
田
溥
整
が
「
自
然
非
常
之
節
、
手
前
ゟ
事
々
取
計
候
様
」
に
と
命
じ
ら
れ
た
。
家
老
家
の
〈
若
様
〉

（
９
）

が
〈
仕
切
り
役
〉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
藩
主
長
溥
は
、
閏
四
月
に
博
多
で
巡
見
使
に
会
っ
て
お
り
、
九
月
二
十
二
日
に
は
参
勤
交

代
で
福
岡
を
出
発
す
る
予
定
だ
っ
た
。

以
下
、【
１
】【
２
】
の
日
記
か
ら
主
な
内
容
を
紹
介
す
る
。
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〔
八
月
八
日
〕

巡
見
使
が
福
岡
藩
に
近
づ
い
て
き
た
の
で
、
こ
の
日
、
黒
田
溥
整
は
城
内
の
三
奈
木
黒
田
家
屋
敷
を
出
て
、
久
留
米
藩
と
の
境
の
東

小
田
へ
行
っ
た
。【
１
】
の
公
的
な
日
記
で
は
「
五
時
出
宅
、
七
半
東
小
田
え
着
」
と
あ
り
、
朝
八
時
こ
ろ
に
出
発
し
、
夕
方
五
時
こ

ろ
に
到
着
、
関
係
者
と
打
合
せ
し
た
こ
と
の
み
が
記
さ
れ
る
。【
２
】
の
日
記
で
は
、
太
宰
府
天
満
宮
で
昼
休
み
し
た
こ
と
、
途
中
で

「
文
内
〔
佐
熊

小
姓
〕
ニ（

蝗＝

イ
ナ
ゴ
）

稲
子
二
疋
喰
せ
」
と
あ
る
。「
文
内
」
は
彼
の
従
者
で
あ
っ
た
。〈
若
様
〉
は
二
九
人
の
従
者
を
従
え
て
い

た
（
10
）。
彼
は
、
従
者
に
〈
イ
ナ
ゴ
〉
を
食
わ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
翌
九
日
は
東
小
田
の
庄
屋
宅
に
池
が
あ
っ
た
の
で
、
従
者
に
釣
り
を

さ
せ
た
が
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

（
青
カ
エ
ル
）

青
ひ
き
釣
上
候
を
文
内
〔
佐
熊

小
姓
〕
ニ
生
ニ
而
喰
せ
、
し
ょ
う
ゆ
う
付
や
き
ニ
而
二
ツ
喰
、
壱
ツ
ハ
善
兵
衛
〔
小
西

取
次
役
〕

召
連
居
候
宗
市
〔
惣
市

小
西
善
兵
衛
下
〕
と
申
者
え
喰
せ
候
処
、
大
悦
ニ
而
喰
（
後
略
）

釣
り
上
げ
た
〈
カ
エ
ル
〉
を
従
者
に
食
わ
せ
た
。
醤
油
漬
け
焼
き
に
し
た
〈
カ
エ
ル
〉
を
、
従
者
は
「
大
悦
」
で
食
っ
た
と
い
う
。

【
１
】【
２
】
の
日
記
に
は
多
く
の
人
名
が
出
て
く
る
。
本
文
中
に
お
い
て
、
黒
田
溥
整
の
従
者
は
〔

〕、
福
岡
藩
家
臣
の
巡
見
使
担

当
者
は
（

）
で
注
記
し
て
い
る
。『
巡
見
使
御
帰
路
御
取
扱
之
次
第
』
に
あ
る
「
案
内
役
」「
御
用
聞
」
な
ど
主
要
な
担
当
者
名
と
肩

書
、
お
よ
び
石
高
を
分
限
帳
（
11
）か
ら
抜
き
出
し
て
お
く
。
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御
用
聞

三
好
甚
左
衛
門
（
八
〇
〇
石
）

郡
奉
行

神
屋
宅
右
衛
門
（
二
〇
〇
石
）

船
手
頭

宮
本
帯
刀
（
三
六
〇
石
）

浦
奉
行

梶
原
源
十
郎
（
一
三
〇
石
）

案
内
役

建
部
孫
左
衛
門
（
七
〇
〇
石
）・
花
房
平
助
（
七
〇
二
石
）・
宮
崎
助
太
夫
（
七
〇
〇
石
）

火
消
役

高
杉
喜
兵
衛
（
八
〇
〇
石
）・
河
合
誠
（
八
〇
〇
石
）

御
右
筆

阿
部
文
兵
衛
（
一
五
石
四
人
扶
持
）・
牧
市
太
夫

〔
八
月
十
日
〕

巡
見
使
一
行
は
、
早
朝
に
久
留
米
藩
の
松
崎
宿
を
出
発
、
昼
過
ぎ
に
は
福
岡
藩
の
太
宰
府
へ
着
い
た
。
巡
見
使
大
久
保
の
紀
行
文
に

よ
る
と
（
12
）、
久
留
米
藩
と
福
岡
藩
の
藩
境
（
筑
後
国
・
筑
前
国
の
国
境
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
の
役
人
が
立
ち
並
ん
で
い
た
と
い
う
。
太

宰
府
に
着
く
と
、
す
ぐ
に
「
三
人
同
道
天
満
宮
え
参
詣
」
し
た
。
彼
は
太
宰
府
天
満
宮
を
「
九
州
一
の
大
社
」
と
記
し
て
い
る
。
大
久

保
は
何
も
記
し
て
い
な
い
が
、
黒
田
溥
整
の
【
１
】
日
記
に
よ
る
と
、「
不
行
届
」
の
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
巡
見
使
の
宿
を
間
違

え
た
こ
と
だ
っ
た
。
巡
見
使
に
は
順
番
が
あ
り
、
正
使
の
曽
我
が
一
番
、
副
使
の
大
久
保
が
二
番
、
三
番
は
目
付
の
近
藤
で
あ
る
。
太

宰
府
の
宿
所
と
し
て
、
天
満
宮
の
別
当
た
ち
の
屋
敷
が
割
り
当
て
ら
れ
、
一
番
の
曽
我
が
大
鳥
居
（
延
寿
王
院
）、
二
番
大
久
保
が
小
鳥

居
、
三
番
近
藤
が
御
供
屋
の
屋
敷
に
泊
ま
る
予
定
だ
っ
た
。
大
鳥
居
と
小
鳥
居
の
屋
敷
に
は
「
御
成
門
」
が
あ
る
が
、
御
供
屋
に
は
そ

れ
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
順
番
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
付
札
」
を
付
け
間
違
っ
て
、
二
番
大
久
保
が
御
供
屋
、
三
番
近
藤
が
小
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鳥
居
の
屋
敷
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
間
違
い
に
気
づ
い
た
案
内
役
の
建
部
孫
左
衛
門
は
、
慌
て
て
二
人
の
宿
所
へ
出
向
き
、
間
違
い
を

説
明
し
た
。
巡
見
使
の
大
久
保
と
近
藤
は
さ
し
て
気
に
し
な
か
っ
た
。
建
部
か
ら
そ
の
報
告
を
受
け
た
黒
田
溥
整
は
「
安
心
」
し
た
と

書
い
て
い
る
。
溥
整
は
夕
方
に
三
人
の
巡
見
使
の
宿
所
を
訪
問
し
、
ご
機
嫌
伺
い
を
し
た
。【
２
】
日
記
を
見
る
と
、
翌
十
一
日
、
巡

見
使
に
付
き
添
っ
て
秋
月
藩
へ
行
っ
た
溥
整
は
、
秋
月
で
泊
ま
っ
た
甘
木
屋
の
女
中
が
気
に
入
っ
た
。

一
、
十
五
歳
ニ
相
成
候
女
中
ま
さ
と
申
者
也
、
た
い
ぶ
ん
気
ま
へ
之
宜
き
女
也
、
た
い
ぶ
ん
宜
き
女
也

名
前
は
「
ま
さ
」
一
五
歳
。〈
若
様
〉
は
と
て
も
気
に
入
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
八
月
二
十
四
日
〕

飯
塚
宿
に
四
泊
、
黒
崎
宿
に
八
泊
、
巡
見
使
た
ち
は
ゆ
っ
く
り
だ
っ
た
。
こ
の
頃
、
長
崎
奉
行
の
行
列
が
長
崎
街
道
の
黒
崎
宿
に
近

づ
い
て
き
て
お
り
、
ぼ
ち
ぼ
ち
巡
見
使
を
送
り
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
八
月
二
十
四
日
、
巡
見
使
は
小
舟
で
洞
海
湾
を
渡
り
、
若
松
へ

行
く
こ
と
に
な
っ
た
。「
天
保
国
絵
図

筑
前
国
」
の
部
分
拡
大
図
を
【
図
４
】
に
し
め
す
。
巡
見
使
た
ち
は
黒
崎
の
「
妙
見
崎
」
か

ら
乗
船
し
て
若
松
へ
渡
る
。
警
備
責
任
者
の
黒
田
溥
整
は
、
彼
ら
の
乗
船
を
見
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。【
１
】
で
は
無
事
に
済
ん
だ
と

書
い
て
い
る
が
、【
２
】
で
は
大
変
だ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。

【
２
】
日
記
に
よ
る
と
、
彼
は
夜
明
け
前
の
四
時
こ
ろ
に
起
き
、
身
支
度
を
し
て
い
た
が
、
案
内
役
の
建
部
か
ら
中
止
に
な
っ
た
と

知
ら
せ
て
き
た
の
で
、〈
二
度
寝
〉
を
し
た
。
そ
し
て
昼
過
ぎ
の
三
時
こ
ろ
天
候
が
回
復
し
、
急
に
乗
船
す
る
こ
と
に
な
り
、
す
で
に
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若
松

黒
崎

芦
屋

【図
４
】
〈拡
大
図
〉
｢天
保
国
絵
図

筑
前
国
｣

[注
〕
国
立
公
文
書
館
蔵

天保９(1838)年 幕府巡見使に付き添った福岡藩家老の記録－ 119 －



巡
見
使
曽
我
は
宿
所
を
出
発
し
た
と
の
知
ら
せ
が
来
た
。
溥
整
は
急
い
で
身
支
度
し
て
宿
を
出
た
が
、
通
常
の
道
で
は
間
に
合
わ
な
い
。

彼
の
従
者
二
人
が
事
前
に
「
妙
見
崎
」
を
下
見
し
て
脇
道
を
調
べ
て
い
た
の
で
、
そ
の
脇
道
を
駆
け
抜
け
て
ど
う
に
か
間
に
合
い
、
巡

見
使
を
見
送
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
に
ど
の
よ
う
な
挨
拶
が
あ
っ
た
の
か
、
具
体
的
に
【
２
】
の
二
十
五
日
に
書
い
て
い
る
。

一
、
昨
日
、
妙
見
崎
ニ
罷
出
候
節
、
曽
我
殿
（
巡
見
使
）
下
乗
段
々
挨
拶
有
之
、
頃
日
手
前
少
々
風
邪
気
ニ
有
之
候
段
挨
拶
有
之
、

大
久
保
殿
（
巡
見
使
）
え
は
下
乗
な
し
、
戸
前
引
一
通
り
挨
拶
有
之
、
近
藤
殿
（
巡
見
使
）
ハ
歩
行
ニ
而
曽
我
殿
同
様
段
々
挨
拶

有
之
候

巡
見
使
た
ち
は
駕
籠
や
徒
歩
で
移
動
し
て
お
り
、
挨
拶
の
内
容
も
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ど
う
に
か
間
に
合
っ
た
溥

整
は
、
下
調
べ
を
し
て
い
た
従
者
二
人
に
「
今
夕
・
明
夕
ニ
掛
ケ
酒
な
り
共
の
ま
せ
」
る
よ
う
指
示
し
、
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な

い
よ
う
に
自
分
を
戒
め
、「
以
後
心
得
有
へ
き
儀
也
」
と
書
い
た
。

〔
八
月
二
十
七
日
〕

大
坂
〜
若
松
の
送
迎
は
久
留
米
藩
の
担
当
だ
っ
た
の
で
、
巡
見
使
た
ち
は
若
松
か
ら
久
留
米
藩
の
船
に
乗
船
し
て
帰
る
。
二
十
五
・

二
十
六
日
は
風
が
あ
り
、
波
が
高
か
っ
た
の
で
、
二
十
七
日
朝
の
出
港
と
な
っ
た
。【
１
】に
よ
る
と
、
巡
見
使
を
波
止
場
か
ら
見
送
っ

た
黒
田
溥
整
は
、
終
わ
っ
た
こ
と
を
飛
脚
で
福
岡
へ
報
告
し
た
。【
２
】
に
よ
る
と
、
波
止
場
で
見
送
っ
た
と
き
、
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但
、
波
戸
場
御
通
船
之
節
、
曽
我
殿
（
巡
見
使
）・
近
藤
殿
（
巡
見
使
）
え
は
扇
子
ニ
而
御
請
有
之
、
大
久
保
殿
（
巡
見
使
）
其
儀

な
し

と
あ
る
。
溥
整
が
手
を
振
っ
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
巡
見
使
の
曽
我
と
近
藤
は
「
扇
子
」
で
応
え
て
く
れ
た
が
、
大
久
保
は
無

反
応
だ
っ
た
と
い
う
。
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
大
久
保
の
紀
行
文
（
13
）を
見
る
と
、「
若
松
ニ
て
有
馬
の
船
え
乗
」
っ
た
こ
と
だ
け
が
書
か

れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
久
保
の
従
者
立
野
は
（
14
）、
船
で
小
倉
の
沖
を
通
過
し
た
と
き
、

此
城
下
ハ
九
州
の
咽
喉
に
て
、
城
下
町
ハ
福
岡
・
熊
本
な
と
よ
り
広
か
ら
ね
と
、
繁
花
ハ
西
海
道
第
一
な
り

と
書
い
て
い
る
。
小
倉
藩
が
あ
る
豊
前
と
豊
後
の
地
域
は
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
に
含
ま
れ
、
別
の
巡
見
使
た
ち
が
廻
っ
た
か
ら
、
立
野
た
ち

は
小
倉
の
城
下
町
を
歩
い
た
わ
け
で
な
く
、
船
か
ら
見
た
だ
け
で
あ
る
。
彼
に
は
、
小
倉
が
「
西
海
道
第
一
」
の
〈
都
会
〉
に
見
え
た
。

黒
田
溥
整
の
【
２
】
日
記
の
二
十
五
日
記
事
に
、
若
松
の
宿
屋
の
奥
さ
ん
が
三
〇
歳
ほ
ど
で
「
し
ゃ
う
も
ん
（
じ
ょ
う
も
ん
）」
さ
ん

だ
っ
た
こ
と
、
そ
の
娘
も
一
五
歳
の
美
人
だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
隣
の
娘
に
つ
い
て
は
「
と
な
り
の
娘
ハ
、
お
ふ
さ
ニ
能
く
に
て
お
る

由
也
、
地
蔵
山
ニ
居
候
女
ニ
能
く
に
た
り
」
と
書
い
て
い
る
。
二
〇
歳
の
〈
若
様
〉
は
素
直
に
娘
た
ち
の
印
象
を
書
い
て
い
る
。
彼
は

芦
屋
・
青
柳
に
泊
り
、
唐
津
街
道
を
通
っ
て
八
月
二
十
九
日
、
福
岡
城
内
の
屋
敷
に
帰
っ
た
。

そ
の
後
の
記
事
に
つ
い
て
は
、【
１
】
に
太
宰
府
の
宿
所
間
違
い
に
関
す
る
詮
議
が
あ
っ
た
こ
と
、
帰
路
を
担
当
し
た
家
臣
た
ち
の

藩
主
へ
の
「
御
目
見
」
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。【
２
】
に
は
、
黒
田
溥
整
の
従
者
一
覧
な
ど
が
あ
る
。
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以
上
、
家
老
家
の
〈
若
様
〉
が
書
い
た
巡
見
使
の
付
き
添
い
日
記
は
、
公
的
な
藩
の
記
録
な
ど
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
豊
富
に
含

ま
れ
て
い
る
。

【
注
】

（
１
）「
旧
福
岡
藩
大
老
黒
田
一
葦
」（
甘
木
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
甘
木
市
史
資
料
』
近
世
扁
六
集
、
一
九
八
五
年
）

（
２
）
甘
木
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
甘
木
市
史
』
上
巻
、
七
五
一
頁
、
一
九
八
二
年

（
３
）
宮
崎
克
則
・
福
岡
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
会
編
『
古
地
図
の
中
の
福
岡
・
博
多
』（
海
鳥
社
、
二
〇
〇
五
年
）

（
４
）
天
保
九
年
の
巡
見
使
に
関
す
る
史
料
紹
介
は
以
下
の
と
お
り
。
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
九
州
へ
来
た
『
諸
国
巡
見
使
』
―
天
保

九
年
巡
見
使
の
記
録
と
解
説
―
」（『
西
南
学
院
大
学
博
物
館
紀
要
』
四
号
、
二
〇
一
六
年
）、
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
天
保
九
年

幕

府
巡
見
使
の
従
者
日
記
（
一
）
―
立
野
良
道
『
西
海
道
日
記
』
一
・
二
・
三
・
四
巻
―
」（『
西
南
学
院
大
学
博
物
館
紀
要
』
五
号
、

二
〇
一
七
年
）、
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
天
保
九
年

幕
府
巡
見
使
の
従
者
日
記
（
二
）
―
立
野
良
道
『
西
海
道
日
記
』
五
・
六
・

七
巻
―
」（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
二－

一
号
、
二
〇
一
七
年
）、
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
天
保
九
年

豊
前
・
豊
後
の

幕
府
巡
見
使
記
録
―
『
江
戸
ヨ
リ
大
坂
迄
巡
行
記
、
豊
後
巡
行
記
并
大
坂
ヨ
リ
海
上
豊
前
迄
巡
行
記
一
・
二
・
三
巻
』
―
」

（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
二－

一
号
、
二
〇
一
八
年
）、
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
天
保
九
年

幕
府
巡
見
使
へ
の
対
応

書
―
島
原
藩
『
改
席
御
巡
見
用
下
調
書
留
書
抜
』
―
」（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
三－

二
号
、
二
〇
一
九
年
）、
森
弘
子
・

宮
崎
克
則
「
天
保
九
年

幕
府
巡
見
使
へ
の
対
馬
藩
対
応
（
一
）（
二
）（
三
）（
四
）
―
宗
家
文
書
『
巡
検
上
使
記
録

御
勘

定
奉
行
所
』
―
」（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
六－

一
号
・
二
号
、
三
七－

一
号
・
二
号
、
二
〇
二
一
〜
二
三
年
）、
隈
裕
子
・
上
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園
慶
子
・
宮
崎
克
則
「
天
保
九
年

博
多
で
休
む
幕
府
巡
見
使
へ
の
対
応
記
録
―
『
御
巡
見
使
記
録
』
の
解
読
―
」（『
西
南
学

院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
七－

一
号
、
二
〇
二
二
年
）、
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
宝
暦
十
一
（
一
七
六
一
）
年

幕
府
巡
見
使
を
乗
せ

た
唐
津
藩
船
手
の
記
録
」（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
八－

一
号
、
二
〇
二
三
年
）、
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
寛
政
元
（
一
七
八

九
）
年

幕
府
巡
見
使
を
乗
せ
た
唐
津
藩
船
手
の
記
録
」（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
八－

二
号
、
二
〇
二
四
年
）、
森
弘
子
・

宮
崎
克
則
「
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年

幕
府
巡
見
使
へ
の
長
崎
奉
行
所
対
応
」（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
八－

二
号
、
二

〇
二
四
年
）、
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年

九
州
へ
派
遣
さ
れ
た
幕
府
巡
見
使
の
事
前
準
備
」（
九
州
大
学
『
九

州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
六
七
号
、
二
〇
二
四
年
）

（
５
）
隈
裕
子
・
上
園
慶
子
・
宮
崎
克
則
「
天
保
九
年

博
多
で
休
む
幕
府
巡
見
使
へ
の
対
応
記
録
―
『
御
巡
見
使
記
録
』
の
解

読
―
」（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
七－

一
号
、
二
〇
二
二
年
）、
上
園
慶
子
「
天
保
九
年
幕
府
巡
見
使
を
迎
え
る
福
岡
藩

の
準
備
」（『
福
岡
地
方
史
研
究
』
六
一
号
、
二
〇
二
三
年
）

（
６
）
天
保
九
年
『
杉
山
尚
行
日
記
』
閏
四
月
三
日
（
福
岡
市
博
物
館
蔵
）

（
７
）
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年

幕
府
巡
見
使
へ
の
長
崎
奉
行
所
対
応
」（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三

八－

二
号
、
二
〇
二
四
年
）

（
８
）
天
保
九
年
『
殿
中
日
記
』（「
三
奈
木
黒
田
家
文
書
」
一
四
六
四
号
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
蔵
）

（
９
）『
綱
領
』（
川
添
昭
二
他
編
『
黒
田
家
譜
』
七
巻
上
、
九
五
頁
、
文
研
出
版
、
一
九
八
四
年
）

（
10
）
若
松
地
域
の
大
庄
屋
史
料
、『
御
巡
見
使
御
帰
路
出
役
宿
割
帳
』（「
楠
野
文
書
」
三
一
四－

三
八
号
、
九
州
大
学
記
録
資
料
館
九
州
文
化

史
資
料
部
門
蔵
）
に
よ
る
と
、
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付
廻
り
、
秋
月
行

一
、
黒
田
三
左
衛
門

弐
拾
九
人

駕
籠
壱
丁

乗
馬
壱
疋

上
賄
壱
人

〆

と
あ
り
、
黒
田
溥
整
（
三
左
衛
門
）
は
駕
籠
と
馬
を
持
参
し
、
二
九
人
の
従
者
を
従
え
て
い
た
。
巡
見
使
の
他
に
彼
ら
の
宿
も

準
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
録
に
は
、
御
用
聞
の
三
好
甚
左
衛
門
（
八
〇
〇
石
）
が
六
人
の
従
者
を
連
れ
て
い
た
こ
と
も

記
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
福
岡
地
方
史
研
究
会
編
『
福
岡
藩
分
限
帳
集
成
』（
海
鳥
社
、
一
九
九
九
年
）

（
12
）（
13
）
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
九
州
へ
来
た
『
諸
国
巡
見
使
』
―
天
保
九
年
巡
見
使
の
記
録
と
解
説
―
」（『
西
南
学
院
大
学
博
物

館
紀
要
』
四
号
、
二
〇
一
六
年
）

（
14
）
森
弘
子
・
宮
崎
克
則
「
天
保
九
年

幕
府
巡
見
使
の
従
者
日
記
（
二
）
―
立
野
良
道
『
西
海
道
日
記
』
五
・
六
・
七
巻
―
」

（『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
三
二－

一
号
、
二
〇
一
七
年
）
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【
凡
例
】

�
解
読
に
あ
た
り
、
用
字
は
原
史
料
の
と
お
り
と
す
る
が
、
常
用
漢
字
の
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
用
い
た
。

�「
ゟ
」（
よ
り
）、「
〆
」（
し
め
）
は
原
史
料
の
と
お
り
と
し
た
。「

」
は
「
等
」、「
江
」
は
「
え
」
と
し
た
。

�
変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

�
読
点
「
、」、
並
列
点
「
・
」
は
筆
者
に
よ
る
。

�
欠
字
・
平
出
は
と
も
に
省
略
し
た
。

�
判
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
は
□
、
ま
た
は
〔

〕
と
し
た
。

�
本
史
料
中
に
追
加
と
し
て
右
横
に
小
さ
く
書
か
れ
て
い
る
分
は
、
本
文
中
に
〈

〉
を
つ
け
て
入
れ
た
。

�（

）
は
筆
者
に
よ
る
注
で
あ
る
。
名
前
や
役
職
等
に
つ
い
て
の
（

）
の
注
記
は
、
福
岡
地
方
史
研
究
会
編
『
福
岡
藩
分
限
帳

集
成
』（
海
鳥
社
、
一
九
九
九
年
）
及
び
天
保
九
年
『
巡
見
使
帰
路
御
取
扱
之
次
第
』（「
三
奈
木
黒
田
家
文
書
」
一
六
四
八
号
）
を
参
考
に

し
た
。
ま
た
〔

〕
の
人
名
注
記
は
、
黒
田
溥
整
（
三
左
衛
門
）
の
従
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
一
覧
は
【
２
】
日
記
の
最
後
に

あ
る
。
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【
補
足
】

「
三
奈
木
黒
田
家
文
書
」（
一
六
四
八
号
）
の
『
巡
見
使
御
帰
路
御
取
扱
之
次
第
』
に
あ
る
担
当
者
名
と
役
割
を
抄
出
す
る
。

黒
田
三
左
衛
門

東
小
田
迄
罷
越
、
若
松
迄
付
添
、
尤
日
々
御
巡
見
使
御
出
立
後
見
合
、
御
行
列
ニ
不
相
構
、
御
跡
ゟ
御
泊
所
え
罷
越
、
此
節

も
御
家
老
出
方
無
之
候
付
、
自
然
非
常
之
儀
等
有
之
節
ハ
三
左
衛
門
ゟ
可
致
才
判
旨
、
正
太
夫
ゟ
相
達
之

御
用
聞

三
好
甚
左
衛
門

宰
府
迄
罷
越
、
黒
崎
迄
付
添
、
尤
日
々
御
先
ニ
罷
越

郡
奉
行

神
屋
宅
右
衛
門

東
小
田
迄
罷
越
、
若
松
迄
付
添
、
日
々
御
先
ニ
罷
越
、
尤
黒
崎
ゟ
芦
屋
迄
御
通
船
之
節
ハ
御
跡
ゟ
罷
越

船
手
頭

宮
本
帯
刀

福
岡
ゟ
直
ニ
黒
崎
迄
罷
越
、
小
倉
境
海
上
ハ
御
案
内
仕

浦
奉
行

梶
原
源
十
郎

福
岡
ゟ
直
ニ
黒
崎
迄

御
案
内
役
大
組

建
部
孫
左
衛
門
・
花
房
平
助
・
宮
崎
助
太
夫

東
小
田
迄
越
、
日
々
御
巡
見
使
付
添
、
御
案
内
相
勤
之

孫
左
衛
門
儀
は
松
崎
駅
迄
被
指
越
候
付
、
□
□
日
出
立
、
松
崎
ゟ
直
ニ
東
小
田
迄
引
取
、
相
控
居
申
候
事
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火
事
装
束

火
消
役
大
組

高
杉
喜
兵
衛
・
河
合
誠

壱
人
ハ
宰
府
迄
罷
越
居
申
、
壱
人
は
飯
塚
迄
罷
越
居
申
、
御
泊
宿
場
度
々
相
勤
之
、
尤
秋
月
え
罷
越
不
及

御
右
筆
頭
取
介

御
右
筆
中
頭
取

阿
部
文
兵
衛

御
右
筆

牧
市
太
夫

東
小
田
迄
罷
越
、
黒
崎
迄
付
添
、
尤
日
々
御
先
ニ
罷
越

側
筒
頭

喜
多
村
佐
市

目
付

立
花
善
兵
衛

右
同
断
、
日
々
御
跡
ゟ
御
泊
宿
え
罷
越
、
尤
秋
月
え
は
罷
越
ニ
不
及

野
袴
着

人
馬
奉
行
足
軽
頭

有
村
卯
兵
衛
・
久
野
作
右
衛
門

右
同
断
、
御
跡
よ
り
罷
越

野
袴
着

川
越
役
足
軽
頭

権
藤
万
七
・
佐
々
川
半
左
衛
門

秋
月
え
ハ
罷
越
ニ
不
及
候
事

御
料
理
人

竹
尾
三
次
郎
・
田
丸
甚
次
・
吉
塚
幾
之
丞

宰
府
迄
罷
越
、
黒
崎
迄
付
添
、
日
々
御
先
ニ
罷
越

御
城
代
組
本
道
医

荻
野
道
一

同

外
療
医

山
崎
三
省

同

鍼

医

谷
仲
貞

東
小
田
迄
罷
越
、
若
松
迄
付
添
、
尤
日
々
御
昼
御
泊
え
不
目
立
候
様
、
御
行
列
遥
ニ
後
レ
、
御
跡
よ
り
罷
越

小
船
頭
船
方
吟
味
役

岩
崎
吉
太
夫
・
山
路
仁
助

福
岡
ゟ
直
ニ
黒
崎
迄
越
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【
１
】
日
記

【
２
】
日
記
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【
１
】
日
記
の
【
表
紙
】

御
巡
見
使
御
付
廻
相
勤
候
節
覚
日
記

【
本
文
】

戌
七
月
朔
日

一
、
御
巡
見
使
御

帰
路
絵
図

帰
路
絵
図
仕
立
可
申
哉
、
郡
奉
行
ゟ
伺
出
候
付
、
致
吟
味
、
御
下
向
之
節
出
来
居
候
得
共
、
何
の

（
虫
喰
）

御
噂
も
無
之
ニ
付
﹇

﹈
然
処
、
此
節
も
入
用
有
之
間
敷
候
得
共
、
出
来
ハ
致
居
候
方
可
然
と
申
合
、

付
札
之
様
相
調
候
様
、
郡
奉
行
神
屋
宅
右
衛
門
（
二
〇
〇
石
）
え
相
達
候
事

一
、
御

案
内
役
建
部

案
内
役
建
部
孫
左
衛
門
（
七
〇
〇
石
）
ゟ
噂
致
候
は
、
何
卒
御
次
第
書
拝
見
仕
度
申
出
候

〇
但
、
秋
月
表
ニ
て
も
何
卒
孫
左
衛
門
罷
越
、
見
分
致
呉
候
様
申
参
ニ
付
、
御
次
第
書
拝
見
致
居
候
へ
は
、

甚
都
合
宜
由
致
候
付
、
五
平
次
え
申
談
候
処
、
秋
月
表
ニ
て
も
、
少
シ
此
方
様
え
掛
、
勝
手
之
都
合
付
、
寛

政
之
御
例
書
類
差
出
候
様
、
金
右
衛
門
ゟ
掛
合
ニ
相
成
候
居
候
間
、
其
上
ニ
而
同
人
も
罷
越
候
方
可
然
と
、

五
平
次
ゟ
噂
致
候
付
、
其
内
右
之
趣
を
以
相
答
筈
也

一
、
御
巡
見
使
御

廻
順

廻
順
ニ
付
左
之
通

一
、
六
月
下
旬
頃

柳
川

熊
本
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一
、
七
月
中
旬
頃

薩
摩

大
隅

日
向

飫
肥
辺

一
、
同
下
旬
頃

高
鍋

延
岡
辺

一
、
八
月
上
旬
頃

久
留
米

久
留
米

一
、
右
同
断

御
領
内

御
領
内
御
入
込

〆

七
月
三
日

一
、

御
用
聞
三
好

御
用
聞
三
好
甚
左
衛
門
（
八
〇
〇
石
）
申
出
候
は
、
御
巡
見
使
帰
路
ニ
付
而
は
、
秋
月
ゟ
兼
而
問
合
ニ
相
成
居

（
催
促
カ
）

候
書
付
、
四
郎
五
郎
ゟ
差
出
置
、
段
々
秋
月
ゟ
再
束
い
た
し
候
由
申
出
有
之

〇
但
、

秋
月
役
筋

秋
月
役
筋
、
早
々
出
方
有
之
候
様
、
金
右
衛
門
ゟ
掛
合
居
申
、
其
上
ニ
而
差
図
可
致
と
五
番
頭
申

合
候

〇
巡
見
使
廻
順
用
人
ゟ
於
長
崎
差
遣
候
間
、
凡
廻
順
も
相
分
居
候
事
故
、

外
聞

外
聞
ハ
盆
過
早
々
差
出
、
其
前
は

御
茶
屋
守

御
茶
屋
守
等
共
差
出
可
然
と
五
平
次
申
合

右
之
趣
、
追
而
甚
左
衛
門
（
三
好

八
〇
〇
石
）
え
相
達
筈
也

七
月
五
日

一
、
一
昨
日
三
好
甚
左
衛
門
（
御
用
聞

八
〇
〇
石
）
ゟ
申
出
之
趣
、
夫
々
及
差
図
置
候
事
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一
、
去
月
廿
四
日
、

巡
見
使
御
用
掛

巡
見
使
御
用
掛
被
仰
付
候
面
々
之
内
、
馬
廻
引
入
居
候
間
、
最
早
出
勤
致
居
候
哉
、
其
当
取
調

子
候
様
、
大
目
付
四
宮
孫
次
郎
（
八
五
〇
石
）
え
申
談
置

一
、

小
船
頭

小
船
頭
御
巡
見
御
用
掛
り
可
被
仰
付
名
ニ
は
名
付
差
出
候
様
、
船
役
所
え
申
談
候
処
、
最
前
下
向
之
節
ニ
罷
出

候
面
々
差
出
心
得
ニ
候
段
申
出
ニ
付
、
文
兵
衛
（
阿
部

右
筆

一
五
石
四
人
扶
持
）
中
頭
取
え
申
談
候
処
、
其
通
相

成
可
然
段
噂
い
た
し
候
事

一
、
阿
部
文
兵
衛
（
右
筆

一
五
石
四
人
扶
持
）
中
頭
取
儀
、
頭
取
助
被
仰
付
、
此
度
巡
見
使
御
付
廻
被
仰
付
候
間
、

忠
右
衛
門
ゟ
相
達
候
事

七
月
七
日

一
、
一
昨
日

大
目
付

大
目
付
え
申
談
置
候
ニ
、
馬
廻
引
入
之
儀
申
談
置
候
、
未
壱
人
は
致
相
勤
候
得
共
、
余
は
不
致
出
勤
、

文
兵
衛
（
阿
部

右
筆

一
五
石
四
人
扶
持
）
え
申
談
置

一
、
余
三
人
は
速
ニ
出
勤
不
致
、
代
り
名
元
大
目
付
ゟ
差
出
候
ニ
付
、
文
兵
衛
え
相
渡
候

右
名
元
、
大
目
付
ゟ
差
出
候
節
、
四
人
名
元
書
出
ニ
付
、
如
何
之
都
合
ニ
候
哉
相
尋
候
処
、
徳
末
文
之
助
足

軽
頭
被
仰
付
候
付
、
其
代
之
由
申
出
候

但
、
此
一
ヶ
条
は
、
大
目
付
ゟ
申
出
は
十
二
日
ニ
申
出
る
也
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七
月
十
一
日

一
、

郡
奉
行

郡
奉
行
ゟ
御
用
聞
え
引
合
之
一
帳
、
御
用
聞
ゟ
付
札
い
た
し
候
間
、
其
通
可
然
哉
相
尋
候
付
、
文
兵
衛
（
阿

部

右
筆

一
五
石
四
人
扶
持
）
え
相
渡
置

一
、
郡
奉
行
山
田
新
三
郎
儀
、
御
巡
見
使
付
廻
之
筈
ニ
候
得
共
、
神
屋
宅
右
衛
門
（
郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
と
振
代
り

候
段
、
小
書
付
差
出
候
付
、
五
平
次
え
相
渡
す

七
月
十
二
日

一
、

千
眼
寺

千
眼
寺
土
地
、
寺
社
方
ゟ
申
出
候
と
公
儀
御
尋
ニ
相
成
居
候
、
郡
村
か
、
ナ
付
帳
と
致
相
違
候
付
、
郡
奉
行
ハ

野
書
付
取
調
子
候
様
申
談
置
、
村
上
弥
左
衛
門
（
馬
廻
組

三
五
〇
石
）
也

一
、
御
先
例
は
、
側
筒
ゟ
為
外
聞
被
差
越
候
得
共
、
此
節
は
於
長
崎
、
巡
見
使
方
用
人
ゟ
近
領
相
渡
候
ニ
付
、
凡
は

（
虫
喰
）

（
虫
喰
）

相
分
居
候
共
、﹇

﹈
外
聞
差
出
候
而
ハ
未
模
様
も
難
相
知
可
有
之
、
□
□
奉
行
ゟ
掛
合
ニ
而
、
凡
模
様
承

（
虫
喰
）

□
候
方
可
然
﹇

﹈
郡
奉
行
申
合
有
之
、
申
談
候
処
、
得
と
申
合
有
之
候
処
、
先
日
、
山
田
新
三
郎
（
郡
奉

行
）
出
郡
之
節
承
候
へ
は
、
巡
見
使
も
余
程
近
寄
ニ
相
成
居
由
、
右
ニ
付
而
ハ
、
郡
奉
行
為
安
心
、
郡
奉
行
手
先

ゟ

外
聞

外
聞
差
越
候
様
可
仕
□
□
□
□
、
側
筒
外
聞
差
越
候
付
可
然
、
其
通
り
相
成
候
事

七
月
十
六
日

一
、
去
十
三
日
、
千
眼
寺
土
地
余
分
ニ
付
、
郡
奉
行
え
掛
置
候
、
未
西
新
町
抱
之
由
山
田
新
三
郎
（
郡
奉
行
）
ゟ
申

出
、
豊
八
郎
差
遣
候
事
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一
、
御
用
聞
三
好
甚
左
衛
門
（
八
〇
〇
石
）
え
左
之
書
付
相
渡
ス

口
達
控

御
巡
見
使
御
帰
路
ニ
付
、
御
帰
路
之
節

道
作

道
作
之
儀
、
御
下
向
造
同
様
大
造
ニ
不
相
成
様
、
先
達
而
伺
書
ニ
以

付
札
相
達
置
候
、
然
処
此
節
大
雨
・
洪
水
ニ
而
御
領
内
所
々

破
損
所

破
損
所
等
不
少
候
ニ
付
、
今
度
御
帰
府
之
節
、

道
作
等
も
御
下
向
造
同
様
ニ
は
及
間
敷
候
、
往
還
筋
水
荒
之
場
所
等
も
御
通
路
之
閊
ニ
不
相
成
所
は
其
侭
ニ

い
た
し
置
耳
、
芝
断
絶
之
ケ
所
々
々
も
格
別
見
苦
分
耳
仕
足
等
申
付
、

無
益
之
人
夫

無
益
之
人
夫
等
不
墜
様
、
郡
奉
行
申

合
可
被
執
計
候
事

但
、
本
文
之
通
相
達
候
義
、
万
一
下
々
ニ
至
候
而
は
如
何
様
麁
略
之
執
計
相
成
候
而
も
不
苦
抔
心
得
違
い

た
し
、

不
敬
之
次
第

不
敬
之
次
第
等
有
之
候
而
不
相
済
儀
は
勿
論
之
事
ニ
候
、
右
之
辺
々
は
重
畳
勘
弁
候
而
遂
才
判
可

被
申
候〆

一
、
郡
方
ゟ
之
外
聞
、
今
日
ゟ
致
出
立
候
由
、
右
ニ
付
模
様
ニ
依
、
側
筒
速
ニ
出
立
ニ
も
可
相
成
由
、
甚
左
衛
門

（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
え
申
談
置

一
、
去
十
一
日
、
郡
奉
行
ゟ
御
用
聞
ニ
差
出
候
書
付
、
御
用
聞
ゟ
以
付
札
引
合
ニ
相
成
候
、
帳
面
付
札
通
宜
由
ニ
而
、

文
兵
衛
（
阿
部

右
筆

一
五
石
四
人
扶
持
）
ゟ
差
出
候
付
、
其
旨
を
以
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
え
相

渡
ス

一
、
諸
口
御
次
第
書
、
立
花
小
左
衛
門
（
大
組

一
二
〇
三
石
）
大
目
付
え
相
渡
置
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一
、
御
次
第
書
之
内
之
出
役
之
名
元
、
未
書
込
忘
之
分
追
々
名
元
申
出
候
様
、
是
又
大
目
付
え
申
談
置
候

七
月
十
八
日

一
、
巡
見
使
ニ
付
、
御
船
組
ニ
弐
拾
立
御
船
可
被
差
出
筈
候
得
共
、
十
八
立
可
被
差
出
、
大
組
御
案
内
等
、

船
手
頭

船
手
頭

乗
□
□
□
□
見
分
も
弐
拾
立
、
十
八
立
申
候
て
も
、
何
さ
へ
違
之
儀
も
無
之
ニ
付
其
通
可
然
ヤ
、
船
手
頭
ゟ
申
出

候
ニ
付
、
其
通
相
成
候
て
宜
由
三
好
（
甚
左
衛
門

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
え
申
談
置

但
、
弐
拾
三
ニ
候
へ
ハ
、
若
松
え
乗
廻
致
候
置
、
御
物
入
も
有
之
由
ニ
候
事

七
月
廿
日

一
、
宮
本
帯
刀
（
船
手
頭

三
六
〇
石
）
ゟ
一
昨
日
、

十
八
立
御
船

十
八
立
御
船
ニ
而
相
仕
廻
度
由
候
得
共
、
何
れ
共
差
廻
物
も
有

之
ニ
付
、
爰
元
ゟ
先
例
之
通
、
弐
拾
立
二
艘
差
廻
段
申
出
ル
、
五
平
次
え
申
談
置

一
、
御
巡
見
使
ニ
付
、

秋
月
役
方

秋
月
役
方
ゟ
為
引
合
致
出
福
候
付
、
金
右
衛
門
ゟ
事
々
咄
合
有
之
、
此
方
様
御
次
第
書
ニ
は
、

小
子
秋
月
え
罷
越
ニ
付
、
御
館
え
罷
出
、
韶
翁
様
（
九
代
秋
月
藩
主

黒
田
長
韶
）
御
機
嫌
相
伺
候
処
ニ
相
成
居
申
、

其
当
も
咄
合
有
之
候
処
、
同
日
は
何
か
手
込
ニ
も
有
之
、
御
子
人
事
ニ
韶
翁
様
少
々
御
不
例
ニ
も
被
成
御
座
候
候

付
、
御
館
え
は
不
罷
出
、
小
子
宿
え
、
斉
宮
（
吉
田
）
参
可
申
ニ
付
、
其
節
御
機
嫌
相
伺
候
様
有
之
度
噂
致
候
由
、

金
右
衛
門
ゟ
噂
有
之

右
之
都
合
ニ
ハ
相
成
候
得
共
、
御
次
第
書
ニ
ハ
御
館
ニ
罷
出
、
相
伺
候
処
ニ
而
、
同
所
ニ
而
は
本
文
之
通
相

成
候
事
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七
月
廿
二
日

一
、
御
巡
見
使
ニ
付
御
用
掛
之
面
々
、
平
野
五
郎
次
、
阿
部
文
兵
衛
（
右
筆

一
五
石
四
人
扶
持
）
宅
え
呼
、
問
合
事

等
い
た
す

七
月
廿
四
日

一
、
兼
而
郡
方
ゟ
差
出
居
候

外
聞
者

外
聞
者
ゟ
、
巡
見
使
之
模
様
承
候
談
及
言
上
、
先
八
月
二
日
久
留
米
入
込
、
同
五
日
頃

宰
府
入
込
之
趣
申
出
候
、
右
ニ
付
猶
又
為
外
聞
側
筒
ゟ
被
差
越
、
今
日
出
立
い
た
す

一
、
御
巡
見
使
通
所
、
此
節
大
雨
ニ
而
荒
所
可
有
之
ニ
付
、

荒
所

荒
所
之
模
様
早
々
申
出
様
、
郡
奉
行
平
野
茂
平
（
一
〇

〇
石
）
え
申
談
ル

一
、

外
聞
模
様

外
聞
模
様
ニ
付
、
御
案
内
役
三
人
え
左
之
通
掛
合

御
巡
見
使
御
領
内
御
入
込
頃
合
、
先
来
月
五
日
頃
之
御
日
積
之
趣
、
外
聞
之
者
ゟ
及
注
進
候
段
、
郡
奉
行
ゟ

申
出
候
、
且
又
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
方
ハ
、
御
先
例
之
通
、

松
崎
駅

松
崎
駅
迄
被
差
出
候
条
、
其

心
得
可
有
之
候
、
出
立
頃
合
之
儀
等
之
儀
は
追
而
可
相
達
候
得
共
、
先
為
心
得
此
段
申
入
候
、
以
上

七
月
廿
四
日

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
儀
、

秋
月
辺

東
小
田

秋
月
辺
為
見
分
明
後
日
ゟ
罷
越
候
、
自
然
ハ
東
小
田
え
直
ニ
罷
越

候
義
可
有
之
、
其
節
ハ
御
□
□
□
先
々
宜
敷
可
有
御
座
引
合
有
之
ニ
付
、
何
卒
一
先
は
帰
宅
有
之
候
様
、
申
談
置

候
事
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七
月
廿
六
日

一
、
馬
廻
頭
丹
安
左
衛
門
（
一
一
五
〇
石
）
ゟ
御
巡
見
使
御
帰
路
、
御
馬
廻
出
役
名
元
差
出

一
、
御
城
代
頭
ゟ
左
之
通
申
出
ル

三
省
事

山
崎
道
節

七
月
廿
九
日

一
、

巡
見
使
入
込

巡
見
使
入
込
、
凡
来
月
上
旬
と
申
所
、
正
太
夫
（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
ゟ
大
目
付
え
達
ニ
相
成

一
、
於
宰
府
、

御
出
会

御
出
会
之
処
ハ
不
被
遊
旨
ニ
而
可
有
之
哉
、
格
式
頭
取
を
以
相
伺
候
事

同
月
晦
日

一
、
側
筒
ゟ
罷
越
居
之
外
聞
ゟ
荒
増
致
注
進
候
ニ
ハ
、
八
月
二
日

肥
後

肥
後
御
領
え
御
入
込
、
御
国
許
入
込
ハ
、
同
十

日
・
同
十
一
日
頃
之
由

一
、

咎
人

咎
人
之
儀
、
肥
後
役
々
え
承
合
候
処
、
近
藤
中
間
之
者
壱
人
之
由
、
格
別
深
ケ
敷
儀
ハ
無
之
、
併
聊
之
儀
ニ
御

座
候
得
共
、
薩
州
・
大
隅
・
日
向
仕
廻
、
日
数
も
御
座
候
ニ
付
、
惣
御
同
勢
引
〆
り
候
て
熊
本
御
預
ケ
ニ
相
成
申

由
、
右
ニ
付
番
人
と
申
候
而
も
何
と
な
く
心
を
付
居
申
由

一
、
御
巡
見
使
御
宿
亭
主
名
元
申
出
様
、
御
用
聞
え
申
談
置
候
処
、
郡
奉
行
神
屋
宅
右
衛
門
（
二
〇
〇
石
）
ゟ
差
出

候
ニ
付
、
五
番
頭
え
相
渡
候
処
、

宰
府
御
宿

宰
府
御
宿
ハ
延
寿
王
院
、
小
鳥
居
、
御
供
屋
ニ
御
先
例
相
成
候
て
御
宿
亭
主
之
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名
元
相
見
へ
候
付
、
矢
張
御
宿
ハ
大
鳥
居
等
ニ
而
御
宿
亭
主
処
を
相
勤
候
哉
、
承
候
処
、
其
通
ニ
而
神
屋
ゟ
右
答

也
八
月
朔
日

同
三
日

一
、
馬
廻
組
許
斐
左
兵
衛
致
転
役
候
付
、
右
跡
左
之
仁
ニ
可
被
仰
付
之
処
、
最
早
日
合
も
無
之
ニ
付
、
馬
廻
頭
分
、

左
之
通
手
元
可
相
達
旨
、
正
太
夫
（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
引
合
、
相
達

馬
廻
頭
え岡

崎
久
兵
衛

今
度
御
巡
見
使
御
帰
路
之
節
、
為
押
被
仰
出
候
、
右
之
趣
可
被
相
達
候
事

一
、
郡
方
ゟ
差
出
置
候
外
聞
ゟ
昨
夜
注
進
、
先
触
写
ニ
弥
十
日
、
十
一
日
之
様
ニ
申
出
ル

一
、
此
度
帰
路
ニ
付
而
は
、
御

家
老
出
方

家
老
出
方
無
之
ニ
付
、
自
然
非
常
之
節
、
手
前
ゟ
事
々
取
計
候
様
、
正
太
夫

（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
ゟ
御
達
候
事

一
、
御
巡
見
使
宰
府
ニ
而
、

殿
様
出
会

殿
様
御
出
会
被
遊
筈
候
得
共
、
御
出
会
ハ
不
被
遊
旨
ニ
而
、
格
式
頭
え
奥
山
茂
右
衛
門

を
以
相
伺
候
処
、

御
不
快

御
不
快
之
仰
せ
ら
れ
ニ
相
成
ハ
ヽ
、
御
通
過
迄
御
出
事
御
遠
慮
被
遊
へ
く
哉
御
尋
ニ
付
、
申
合

候
処
、
御
通
過
迄
御
遠
慮
被
遊
候
方
と
申
合
、
其
段
を
以
月
番
え
引
合
処
、
御
格
式
御
出
は
御
遠
慮
被
遊
、
御
出
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野
等
は
可
被
罷
出
と
申
合
之
旨
、
月
番
ゟ
噂
有
之
候
付
、
其
段
を
以
茂
右
衛
門
え
談
置

一
、
御
不
快
之
仰
立
振
、
奥
山
を
以
相
伺
候
処
、
御
た
ん
け
之
様
ニ
被
仰
付
候
事

八
月
四
日

一
、
御
巡
見
使
、
御
指
出
候

寺
社
石
高

寺
社
石
高
・
大
宮
司
等
御
書
出
ニ
相
成
、
御
書
出
ニ
相
成
方
可
然
哉
、
不
相
成
方
可
然
、

正
太
夫
（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
え
引
合
置
候
処
、
不
書
出
方
可
然
由
噂
有
之

一
、

流
罪
人

流
罪
人
之
帳
面
、
此
節
被
差
出
候
、
右
ニ
付
而
は
大
目
付
ゟ
差
出
候
条
、
左
之
通
一
席
中
申
合
候
処
を
以
、
正

太
夫
（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
及
引
合
候
処
、
其
通
差
図
有
之

一
、
御
巡
見
使
、
四
月
ニ
御
入
込
ニ
相
成
居
候
ニ
付
、
同
月
迄
之
分
御
書
出
ニ
相
成
、
其
後
之
分
ハ
御
省
ニ
相
成

候
旨
、
評
義
相
決
候
事

一
、
依
願
、
流
罪
之
分
ハ
御
書
出
無
之
処
ニ
、
評
義
相
決
候
事

牢
舎
人

牢
舎
人
も
右
同
様
之
事

一
、
秋
月
ゟ
之
流
罪
之
分
ハ
、
勿
論
御
書
出
ニ
不
及
旨
、
評
義
相
決
候
事

八
月
六
日

一
、
御
巡
見
使
方
、
来

十
日
入
込

案
内
役

十
日
入
込
ニ
相
成
候
間
、
御
案
内
役
建
部
（
孫
左
衛
門

七
〇
〇
石
）・
花
房
（
平
助

七
〇
二

石
）・
宮
崎
（
助
太
夫

七
〇
〇
石
）
え
夫
々
相
含
候
事
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但
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
義
、
久
留
米
領
松
崎
駅
え
御
先
例
ニ
而
差
出
候
間
、
同
人
壱
人

同
所
え
被
差
越

〇
孫
左
衛
門
儀
は
昨
日
出
立
之
由
、
外
は
明
後
日
出
立
之
由
、
孫
左
衛
門
儀
は
先
格
松
崎
迄
可
指
越
、
本
〆

正
太
夫
（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
面
謁
有
之
候
事

一
、
手
前
は
、
明
後
八
日
ゟ

東
小
田

東
小
田
え
罷
越
候
間
、
其
段
奥
頭
取
を
以
申
上
、
御
機
嫌
伺
之
手
数
無
之
候
事

但
、
面
謁
事
も
無
之
事

一
、
於

松
崎

松
崎
駅
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
差
出
候
往
還
左
右
村
付
之
内
、
穂
波
郡
堀
池
村
左
り
有

之
候
往
還
、
左
右

略
絵
図

略
絵
図
ニ
は
右
ニ
有
之
、
如
何
之
間
違
ニ
候
哉
、
神
屋
宅
右
衛
門
（
郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
え
掛

ケ
詮
議
候
処
、
左
右
村
付
之
方
ニ
而
致
間
違
、
寛
政
之
度
迄
ハ
往
還
之
左
り
ニ
有
之
候
得
共
、
水
難
之
処
有
之
ニ

付
、
文
化
六
年
右
手
ニ
村
直
ニ
相
成
居
候
由
申
出
、
右
ニ
付
村
付
早
々
認
替
可
申
、
孫
左
衛
門
え
含
置
候
得
共
、

早
々
指
返
候
様
掛
合
、
指
越

八
月
七
日

一
、
右
之
通
、
村
付
間
違
有
之
候
付
、
三
冊
共
認
替
ニ
相
成
段
、
急
き
指
越
ニ
相
成
候
様
、
南
川
え
申
談
置

八
月
八
日

一
、
五
時
出
宅
、
七
半
時
東

小
田
着

小
田
え
着
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一
、
神
屋
宅
右
衛
門
（
郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
ゟ
申
出
候
は
、
久
留
米
領
ゟ
入
込
ニ
相
成
候
節
、
筑
後
之

荷
物
合
印

荷
物
合
印
と
、

此
方
様
合
印
と
致
間
違
可
申
ニ
付
、
第
一

こ
ん
ざ
つ

こ
ん
ざ
つ
致
可
申
ニ
付
、
宰
府
迄
は
筑
後
印
通
ニ
相
成
、
宰
府
ゟ
此
方

様
合
印
ニ
相
成
候
方
可
然
申
合
、
手
前
今
日
ゟ
当
所
え
罷
越
儀
不
致
勘
弁
ニ
付
、
其
段
を
以
、
孫
左
衛
門
え
及
掛

合
候
処
、
孫
左
衛
門
え
も
同
意
之
由
返
答
ニ
及
候
由
、
宅
右
衛
門
ゟ
右
ニ
付
、
文
兵
衛
（
阿
部

右
筆

一
五
石
四

人
扶
持
）・
市
太
夫
（
牧

右
筆
）
申
合
致
詮
議
候
処
、
下
向
之
節
於
若
松
、
船
頭
ゟ
合
印
、
印
致
間
違
候
間
、
其

侭
ニ
相
成
居
、
此
方
様
矢
倉
備
之
者
え
致
噂
候
処
、
其
儀
不
相
成
由
、
右
之
荒
増
御
下
向
達
御
記
録
ニ
委
細
付
留

有
之
、
其
上
何
そ
こ
ん
ざ
つ
之
訳
も
有
之
間
敷
、
其
れ
共
巡
見
使
方
ゟ
右
之
引
合
等
有
之
候
ハ
ヽ
、
依
時
節
可
違

（
虫
喰
）

候
得
共
、
此
方
様
ゟ
は
荷
物
才
判
も
有
之
候
付
、
右
之
都
合
不
□
□
方
申
合
、
郡
奉
行
ゟ
申
出
も
有
之
候
得
共
、

下
向
之
節
も
有
之
ニ
付
、
旁
其
通
り
可
然
と
申
合
、
其
段
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
え
早
々
掛
合
ニ

相
成
候
様
、
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
え
申
談

一
、
従
福
岡
二
席
中
ゟ
大
早
封
文
相
達
、
左
右
村
付
御
差
越
ニ
相
成
候
間
、
即
刻
於
松
崎
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案

内
役

七
〇
〇
石
）
迄
差
越

御
用
状
ニ
、
堀
池
村
、
寛
政
之
度
迄
ハ
往
還
左
り
ニ
有
之
候
得
共
、

水
難

水
難
之
処
有
之
ニ
付
、
文
化
六
年
右
手

ニ
村
直
ニ
相
成
候
間
、
御
巡
見
使
御
尋
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
有
体
ニ
相
答
候
様
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内

役

七
〇
〇
石
）
え
相
含
候
由
也

一
、
神
屋
（
宅
右
衛
門

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
ゟ

巡
見
使
先
触

巡
見
使
先
触
到
来
仕
候
趣
ニ
而
、
国
許
出
役
之
面
々
ゟ
別
紙
写
指
越

候
条
、
致
披
見
候
様
掛
合
有
之
、
別
紙
略
す

一
、
左
右
村
付
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
え
指
越
候
間
、
相
応
返
事
来
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八
月
九
日

晴
天

夕
飯
後
少
々
小
雨

一
、
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
ゟ
掛
合
有
之
、
明
十
日
正
六
時

松
崎
発
足

松
崎
駅
発
足
之
由
、
掛
合
有
之
候
事

一
、
松
崎
駅
ゟ
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
六
時
頃
当
所
着
、
御
巡
見
使
え
之
御
口
上
相
勤
、
相
応
御
返

答
有
之
趣
申
出
、
且
又
明
日
宰
府
迄
里
数
何
程
有
之
哉
御
尋
有
之
ニ
付
、
五
里
程
有
之
候
旨
相
答
候
処
、
い
づ
れ

ニ
而
全
く
小
弁
当
相
仕
廻
度
旨
ニ
付
、

二
日
市

二
日
市
之
処
御
手
当
ハ
致
居
申
候
、
乍
然
只
今
手
当
さ
ぞ
〳
〵
不
都
合
可

有
之
旨
相
答
、
い
か
程
不
都
合
は
不
苦
候
ニ
付
、

握
飯

握
飯
ニ
而
も
極
く
手
軽
キ
処
ニ
而
相
仕
廻
度
、
然
は
御
下
向
之

（
虫
喰
）

□
□
□
□
之
都
合
ニ
相
心
得
可
然
哉
、
早
々
手
当
之
儀
可
申
談
之
由
相
答
、
勿
論
宰
府
ニ
而
も
別
段
相
仕
廻
ニ
而

も
無
之
由
、
然
は
御
銘
々
之
御
手
当
は
不
仕
、
御
着
次
第
追
々
相
仕
廻
筈
ニ
候
、
扨
又
宰
府
之
御
昼
を
二
日
市
ニ

手
当
は
御
大
造
ニ
付
、
手
軽
キ
方
呉
々
之
相
望
候
由
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
早
々
申
出
ル
、

右
付
早
々
ニ
御
手
当
筋
致
、
三
好
甚
左
衛
門
（
御
用
聞

八
〇
〇
石
）
え
以
大
早
申
遣
、
郡
奉
行
え
も
申
談
候

一
、
三
好
甚
左
衛
門
（
御
用
聞

八
〇
〇
石
）
掛
合
ニ
而
は
、

大
鳥
居

御
成
門

大
鳥
居
・
小
鳥
居
え
は
御
成
門
有
之
、
御
供
屋
え
は
御

成
門
無
之
、
い
つ
れ
ニ
御
手
当
可
致
哉
為
掛
候
ニ
付
、
本
門
通
之
処
ニ
御
手
当
ニ
相
成
候
候
様
、
以
付
札
申
候
事

一
、
明
日
御
巡
見
使
方
、
二
日
市
ニ
而
御
昼
之
都
合
相
成
候
様
、
平
助
（
花
房

案
内
役

七
〇
二
石
）・
助
太
夫
（
宮

崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）
え
は
手
前
ゟ
利
用
不
申
談
段
、
及
掛
合
候
事

一
、
福
岡
ゟ
参
居
候
飛
脚
者
差
返
候
付
、
御
用
状
等
差
越
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八
月
十
日

朝
飯
後
小
雨
、
後
晴
ル

一
、
御
巡
見
使
方
、
今
朝
六
時
供
揃
ニ
而

松
崎
出
立

松
崎
駅
出
立
、
入
込
ニ
付
御
境
目
え
罷
出
、
無
程
入
込
ニ
相
成
、
二
日
市

昼
休
ニ
而
九
時
頃

宰
府
着

宰
府
帰
着
、
直
社
参
等
有
之

一
、
御

巡
見
使
旅
宿

巡
見
使
方
旅
宿
御
次
第
書
ニ
ハ
、
曽
我
殿
大
鳥
居
、
大
久
保
殿
小
鳥
居
、
近
藤
殿
御
供
屋
候
、
然
ル
ニ
大
久

保
殿
御
供
屋
ニ
相
成
、
近
藤
殿
小
鳥
居
ニ
相
成
候
由
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
噂
有
之
、
如
何
之

間
違
候
ニ
や
、
早
速
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）・
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
呼
出
致
詮

議
候
処
、
全
く
御
用
聞
手
元
ニ
而

不
行
届

不
行
届
儀
ニ
候
、
左
之
通
郡
奉
行
ゟ
引
合
之
書
付
ニ
、
御
用
聞
左
之
通
致
付
札

ニ
ゟ
差
発
候
儀
と
相
聞
へ
候

付
札

曽
我
殿

延
寿
王
院

大
久
保
殿

御
供
屋

近
藤
殿

小
鳥
居

一
、
右

間
違

間
違
ニ
付
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
重
畳
申
上
ル
、
何
れ
共
間
違
之
処
ハ
及
断
候
方
可
然
と

申
合
、
孫
左
衛
門
ゟ
両
宿
え
罷
越
、
全
く
役
人
手
許
ニ
而
間
違
、
甚

不
行
届

不
行
届
段
等
程
克
及
断
候
処
、
両
人
ニ
而
も

程
克
聞
済
ニ
相
成
候
段
、
又
左
衛
門
ゟ
申
出
、
先
致
安
心

但
、
昨
日
松
崎
駅
ニ
而
孫
左
衛
門
ゟ
御
旅
宿
之
書
付
差
出
居
と
致
相
違
候
付
、
今
日
ハ
全
く
本
文
之
都

合
ニ
付
、
何
卒
間
違
之
段
は
、
聞
す
て
ニ
相
成
候
様
及
噂
段
に
も
申
出
ル
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一
、
松
崎
駅
出
立
、
当
所
止
宿
ニ
相
成
候
段
、
且
右
間
違
之
段
も
福
岡
え
以
宿
次
申
遣
ス
、
三
好
（
甚
左
衛
門

御
用

聞

八
〇
〇
石
）
え
相
渡
ス

一
、
花
房
平
助
（
案
内
役

七
〇
二
石
）
ゟ
明
日
当
所
御
巡
見
使
方
、
大
久
保
殿
六
半
時
出
立
之
由

一
、
御
三
使
え
夫
々
御

安
否
伺

安
否
伺
罷
出
、
曽
我
殿
あ
ひ
無
之
、
大
久
保
殿
あ
ひ
有
之
、
近
藤
殿
少
々
風
邪
ニ
而
あ
ひ
無

之
、
夫
々
用
人
迄
申
置

但
、
間
違
い
之
都
合
等
あ
り
て
手
間
取
候
付
、
六
時
頃
罷
越
也

八
月
十
一
日

晴
天

一
、
大
久
保
殿
六
半
時
過
宰
府
出
立
、
外
四
分
下
り
追
々
出
立
、
昼
休
無
之
ニ
而
、
八
時
前
迄
ニ
三
使
共
追
々

秋
月
着

秋
月

え
着

一
、
宿
え
、
吉
田
斎
宮
為
旅
宿
見
廻
入
来
有
之
候
付
、
金
右
衛
門
ゟ
咄
合
通
、
斎
宮
迄

韶
翁

韶
翁
（
九
代
秋
月
藩
主
）
様
御

機
嫌
相
伺
、
御
屋
形
え
は
不
罷
出
候
事

（
虫
喰
）

一
、
韶
翁
為
御
使
者
、
鵜
沼
源
吾
旅
宿
入
来
有
之
、
安
否
御
尋
被
成
□
□
□
ニ
付
、
直
ニ
御
礼
同
人
迄
申
述
、
別
段

申
上
之
手
翰
有
之
候
事

一
、
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
ゟ
御
巡
見
使
方
用
人
、

案
内
者

案
内
之
者
名
元
前
夜
差
出
候
、
然
ル
ニ
百
姓
と

相
認
差
出
候
得
共
、
依
望
百
姓
ニ
而
は
不
相
済
、
庄
屋
を
出
し
候
様
申
聞
候
付
、
先
何
と
も
不
相
認
、
何
某
と
相

認
差
出
、
自
然
尋
等
有
之
節
ハ
、
依
御
望
差
出
候
由
申
述
候
而
は
如
何
可
（
有
）
御
座
候
、
及
引
合
候
付
其
通
相
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成
可
然
及
答
候
事

一
、
三
使
え

安
否
伺

安
否
伺
と
し
て
罷
越
、
用
人
迄
申
置
退
出

八
月
十
二
日

一
、
大
久
保
殿
出
立
六
半
時
、
外
追
々
出
立
、
頃

飯
塚
着

飯
塚
御
着
、
為
安
否
伺
夫
々
相
勤
候
事

一
、
花
房
平
助
（
案
内
役

七
〇
二
石
）
ゟ
申
出
、
大
久
保
殿
ゟ

水
荒
場
所

水
荒
之
場
尋
有
之
候
付
、
兼
而
相
含
置
候
通
相
答
候

処
、
荒
増
書
取
差
出
候
様
被
申
聞
候
由
申
出
ル
、
右
ニ
付
含
書
之
処
を
書
取
差
出
候
様
、
申
談
候

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
申
出
、
曽
我
殿
被
相
望
候
は

往
還
村
付

往
還
左
右
村
付
、
出
居
候
得
共
不
分
ニ

付
、
凡
左
之
通
之
処
ニ
而
差
出
候
様
被
申
聞
候
由
、
孫
左
衛
門
覚
之
略
図
左
之
通

何
村 同 同

何
村同同

往 還

右
之
絵
図
、
御
下
向
之
節
之
分
之
由
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一
、
村
付
ニ
は
枝
村
有
之
候
得
共
、
右
之
分
ニ
而
枝
村
書
込
ニ
不
及
段
ニ
被
申
聞
候
付
、
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉

行

二
〇
〇
石
）
手
許
ニ
而
相
応
候
様
申
談
置
候
事

一
、
左
之
通
、
触
出
候
事

一
、
御
帰
路
御
巡
見
使
御
通
行
ニ
付
、
御
泊
り
出
役
之
面
々
家
来
々
々
其
外
末
々
迄
、

夜
中
徘
徊

夜
中
ハ
勿
論
徘
徊
致
間

敷
候
、
且
又
御
通
行
之
節
、

案
内
行
列
拝
見

案
内
御
行
列
等
拝
見
罷
出
間
敷
候
、
右
之
趣
相
心
得
候
様
、
夫
々
え
相
達
可
被

申
候
、
以
上

一
、
三
使
共
ニ
明
十
三
日
、
御
用
向
取
調
子
ニ
而

滞
留

滞
留
ニ
相
成
旨
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
申
出

候
、
右
ニ
付
郡
奉
行
・
御
用
聞
事
々
談
ル

一
、
黒
崎
ニ
而
も
両
三
日
滞
留
之
模
様
ニ
付
、
先
黒
崎
ニ
而
は
出
役
を
初
、
先
五
日
程
滞
留
ニ
相
成
段
ニ
而
御
手
当

有
之
候
様
に
と
申
談
ル

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
申
出
、
曽
我
殿
ゟ
御
用
有
ニ
付
罷
出
候
処
、
用
人
ゟ
申
聞
候
は
、
最

前
下
向
之
節
御
領
内
ニ
而

金
子
壱
両

金
子
壱
両
程
家
来
え
御
酒
代
遣
候
由
、
段
々
致
詮
議
候
処
、
な
に
と
な
く
遣
し
ニ
付
受

用
致
由
、
甚
不
勘
弁
之
儀
付
、
下
向
之
節
孫
左
衛
門
え
被
相
咄
候
、
都
合
も
有
之
候
ニ
而
、

酒
代

酒
代
遣
候
義
不
宜
候

得
共
、
先
壱
両
ハ
孫
左
衛
門
え
相
渡
候
間
、
其
者
差
返
呉
候
様
、
尤
表
立
、
右
之
都
合
ニ
相
成
候
而
は
不
相
済
候

段
委
細
相
咄
候
条
、
右
様
之
御
趣
意
段
々
御
下
向
之
節
委
細
御
咄
承
り
候
付
、
左
様
之
儀
は
勿
論
承
知
も
不
仕
、

甚
孫
左
衛
門
恐
入
ニ
付
右
之
当
り
重
畳
詮
議
可
仕
由
相
答
候
処
、
何
卒
壱
両
相
渡
候
間
、
左
様
之
手
数
ニ
相
成
度

噂
い
た
し
候
ニ
付
、
右
金
子

壱
両
受
取

壱
両
受
取
候
段
申
出
ル
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（
虫
喰
）

（
虫
喰
）

但
、
右
之
段
ハ
、
事
永
□
□
儀
ニ
懸
□
□
□
大
意
、
相
記
置
候
事

一
、
明
日
滞
留
、
黒
崎
滞
留
之
儀
ニ
付
、
福
岡
え
飛
脚
差
立

（
通
し
）

但
、
と
ふ
し
飛
脚
也
、
御
用
聞
え
談
ル

八
月
十
三
日

晴
天

一
、
巡
見
使
方
、
御
用
取
調
子
ニ
而

飯
塚
滞
留

飯
塚
滞
留

一
、
河
合
誠
（
火
消
役

八
〇
〇
石
）
大
組
、

火
消
役

火
消
役
儀
、
黒
崎
繰
越
、
馬
杉
喜
兵
衛
（
火
消
役

八
〇
〇
石
）
ㇳ
右
隔
日

ニ
相
勤
様
、
夜
前
相
達
置
候
得
共
不
及
其
儀
、
当
所
ゟ
直
ニ
引
取
候
様
相
達
候
事

○
右
之
段
は
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
今
朝
参
、
大
組
は
同
駅
ニ
両
人
参
込
候
而
は
、
第
一

巡
見
使
方
御
通
有
之
候
ハ
ヽ
、
御
手
当
過
ニ
も
可
相
成
、
黒
崎
ニ
而
御
滞
留
中
ハ
壱
人
ニ
而
可
然
噂
有
之
候

付
、
両
人
え
話
合
候
処
、
其
通
可
然
と
申
合
ニ
付
、
本
文
之
通
相
達
候
事

一
、
三
使
打
寄
ニ
付
、

安
否
伺

安
否
為
伺
罷
出
候
儀
如
何
相
仕
得
可
申
哉
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
え
及
引

合
ニ
候
処
、
三
使
夫
々
旅
宿
え
引
取
候
上
ニ
而
、
相
勤
候
方
可
然
、
宜
キ
時
節
同
方
ゟ
可
申
越
由
ニ
而
、
七
つ
過

ゟ
宜
キ
旨
申
来
ニ
付
、
平
服
ニ
相
勤
候
事

一
、
今
日
打
寄
有
之
候
得
共
、
未
御
用
相
済
候
ニ
付
、
明
十
四
日
も
当
所
滞
留
致
候
由
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内

役

七
〇
〇
石
）
え
相
達
候
由
ニ
申
出
、
右
ニ
付
御
用
聞
・
郡
奉
行
え
御
手
当
向
之
儀
申
談
ル
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八
月
十
四
日

晴
天

一
、
今
日
、
当
所
滞
ニ
相
成

一
、
近
藤
殿
（
巡
見
使
）
ゟ
助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）
え
左
之
通
談
有
之
、
黒
崎
迄
差
出
候
様
と
の
義
也

一
、
御

領
分
東
西

領
分
東
西
南
北
之
事

一
、

総
人
別

総
人
別
之
事

一
、

学
問
所

学
問
所
之
事

付
、
学
者
名
前
之
事
、
兵
学
之
事

一
、
諸
芸
師
範
名
前
之
事

一
、
御

家
老
・
用
人

家
老
・
用
人
等
、
高
付
之
事

一
、

諸
運
上

諸
運
上
之
事

〆

一
、
三
使
え
安
否
為
伺
、
夫
々
罷
越
、
用
人
迄
申
置

一
、
近
藤
殿
ゟ
助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）
え
申
談
之
段
ニ
付
、
福
岡
え
大
早
飛
脚
を
以
申
置
、
出
来
次
第

急
便
を
以
差
越
ニ
相
成
候
様
と
の
儀
申
越
也

一
、
一
昨
十
二
日
、
郡
奉
行
え
申
談
置
ノ
図
致
出
来
候
付
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
差
出
候
様
、

以
掛
合
申
談
ル

一
、
曽
我
殿
（
巡
見
使
）
用
人
ゟ
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
え
、
最
早
御
用
も
相
済
居
候
間
、
先
明
日
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は
出
立
之
処
、
右
へ
御
手
当
致
置
、
万
々
一
今
夕
迄
に
難
相
済
節
ハ
相
達
可
申
由
噂
い
た
し
候
由
ニ
付
、
郡
奉

行
・
御
用
聞
え
其
段
相
達
置
候
処
、
五
半
時
過
頃
宿
え
孫
左
衛
門
入
来
有
之
候
而
、
明
日
出
立
之
処
ニ
候
段
出
精

有
之
候
得
共
、
何
分
明
日
出
立
難
致
候
間
、
明
日
も
相
滞
候
段
、
用
人
ゟ
噂
い
た
し
候
由
、
右
之
段
は
御
用
聞
・

郡
奉
行
え
は
孫
左
衛
門
ゟ
及
通
達

八
月
十
五
日

飯
塚

飯
塚

一
、
三
使
滞
留
ニ
相
成

一
、
三
使
え
安
否
為
伺
、
夫
々
相
勤
候
事

一
、
三
使
共
明
十
六
日
出
立
ニ
相
成
候
段
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
申
出
ル

一
、
出
立
刻
限
は
無
紋
ち
や
う
ち
ん
引
、
大
久
保
殿
六
時
出
立
之
段
、
平
助
（
花
房

案
内
役

七
〇
二
石
）
ゟ
申
出
ル

出
立
順

出
立
順
、
左
之
通

曽
我
殿

大
久
保
殿

近
藤
殿

一
、
外
ニ
別
条
な
し
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八
月
十
六
日

後
雨
天

飯
塚
ゟ

黒
崎

黒
崎
、
止
宿

一
、
六
半
時
過
頃
迄
ニ
追
々
出
立
ニ
相
成
、

木
屋
瀬

木
屋
瀬
ニ
而
昼
休
、
八
半
時
頃
三
使
共
黒
崎
着

一
、
例
之
通
、
三
使
共
夫
々

安
否
伺

安
否
為
伺
罷
出
、
尤
曽
我
殿
逢
有
之
、
段
々
挨
拶
等
有
之
候
事

一
、
大
組
火
消
役
馬
杉
喜
兵
衛
（
八
〇
〇
石
）
馬
致
落
命
候
付
、
昼
之
処
は
徒
歩
ニ
而
相
勤
、
今
夕
之
処
如
何
可
仕

哉
引
合
有
之
ニ
付
、
申
合
之
上
、
今
夕
之
処
ハ
先
馬
な
し
ニ
而
相
勤
、
明
日
ゟ
ハ
又
模
様
も
可
有
之
と
相
答
置

一
、
三
使
ゟ
於
江
戸
跡
部
山
城
守
殿
・
堀
伊
賀
守
殿
え
当
り
候
油
紙
包
本
箱
、
建
部
（
孫
左
衛
門

案
内
役

七
〇
〇
石
）

ニ
渡
ニ
相
成
候
由
ニ
而
相
達
候
付
、
宝
暦
之
御
例
通
ニ
此
元
ゟ
直
ニ
出
役
之
足
軽
飛
脚
差
立
候
事

但
、
総
体
ハ
三
使
立
会
、
御
案
内
使
者
え
渡
ニ
相
成
候
先
例
ニ
候
得
共
、
又
左
衛
門
（
曽
我

巡
見
使
）
殿
ゟ

渡
ニ
相
成
候
間
、
矢
張
御
先
例
立
会
ニ
相
成
候
様
ニ
相
心
得
候
様
と
の
儀
也

一
、
福
岡
并
大
坂
表
ニ

飛
脚

飛
脚
差
立
、
御
用
聞
え
相
渡
候
事

一
、
跡
部
山
城
守
殿
・
堀
伊
賀
守
殿
え
は

大
坂
町
奉
行

大
坂
町
御
奉
行
也

八
月
十
七
日

天
気
快
晴

黒
崎

黒
崎
泊

一
、
三
使
当
所
滞
ニ
相
成

一
、
大
久
保
殿
江
戸
屋
敷
え
油
紙
包
、
児
玉
泰
輔
え
下
沢
喜
多
録
・
安
藤
吉
右
衛
門
ゟ
封
箱
、
用
人
ゟ
平
助
（
花
房
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案
内
役

七
〇
二
石
）
え
相
渡
、
但
児
玉
泰
輔
え
同
謙
之
助
ゟ
之
別
封
、
合
而
二
ツ
相
渡
候
由
ニ
而
平
助
ゟ
差
出

一
、
近
藤
殿
ゟ

江
戸
屋
敷

江
戸
屋
敷
之
中
島
周
藏
え
、
桑
原
栄
蔵
・
小
野
東
馬
ゟ
差
遣
由
ニ
而
、
助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七

〇
〇
石
）
ゟ
相
渡
候
由
ニ
差
出

右
は
御
役
之
節
ニ
而
宜
由
也

一
、
福
岡
ゟ
八
月
十
六
日
立
大
早
、
昼
頃
黒
崎
着

一
、
左
之
通
触
候
様
、
御
用
聞
え
申
談
候
事

御
巡
見
使
方
、
御
調
子
之
御
用
筋
有
之
、
当
所
御
滞
留
ニ
相
成
候
条
、
出
役
之
面
々
家
来
々
々
末
々
ニ
至
迄
、

猶
又
重
畳
相
慎
猥
ニ

徘
徊

徘
徊
致
不
敬
之
儀
等
無
之
様
、
一
統
可
被
相
達
候
、
以
上

八
月

一
、
三
使
共
安
否
為
伺
夫
々
相
勤
、
大
久
保
殿
逢
有
之
候
事

但
、
其
外
は
申
置
也

一
、
兼
而
近
藤
殿
ゟ
注
文
ニ
相
成
居
候
廉
々
、
夫
々
取
調
子
之
上
、
今
日
之
便
ニ
差
越
ニ
相
成
、
今
日
早
々
差
出
、

尤
人
別
之
儀
ハ
、
此
節
取
調
子
候
儀
を
被
相
尋
候
ハ
ヽ
、
昨
今
ニ
ハ
不
相
分
、
当
春
改
之
節
人
別
高
之
由
相
答
候

様
相
含
、
差
出
候
様
申
談
ル

一
、
郡
奉
行
え
、
御
家
老
・
御
用
人
知
行
高
之
儀
御
尋
も
候
ハ
ヽ
、
尊
父
公

知
行
高

知
行
高
ハ
壱
万
六
千
石
余
と
有
体
ニ
相

答
、
外
ハ
七
八
千
石
計
之
程
覚
へ
居
申
候
、
御
用
人
ハ
相
覚
不
申
、
千
石
程
、
間
ニ
ハ
六
千
石
位
と
相
答
可
申
旨
、

御

案
内
庄
屋

案
内
庄
屋
共
え
相
達
候
様
申
談
ル
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一
、
御
巡
見
使
方
御
用
取
調
子
ニ
而
、
滞
留
ニ
相
成
候
ニ
付
、
御
承
知
之
程
候
而
、
御
見
廻
以
御
使
者
可
仰
述
筈
ニ

候
得
共
、
御
使
者
事
ハ
御
断
ニ
付
御
案
内
役
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
御
口
上
取
繕
相
勤
様
御
承

知
申
来
候
付
、
孫
左
衛
門
相
勤
、
相
応
之
御
返
答
之
由
申
出
ル

但
、
此
御
使
者
ハ
、

黒
崎

飯
塚
御
滞
留
ニ
付
而
之
御
見
舞
御
使
者
、
黒
崎
ニ
而
相
勤
候
也

八
月
十
八
日

曇
天

一
、
当
所
滞
留
ニ
相
成

一
、
三
使
え
毎
之
通
安
否
為
伺
、
夫
々
相
勤
候
事

一
、
曽
我
又
左
衛
門
（
巡
見
使
）
殿
、
江
戸
屋
敷
ニ
而
三
宅
弥
次
兵
衛
・
佐
藤
金
兵
衛
え
、
池
田
乙
右
衛
門
・
関
真

平
ゟ
油
紙
包
封
箱
一
ツ
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
え
相
渡
候
由
ニ
而
差
出
ス

一
、
三
使
留
守
ゟ
書
状
箱
一
ツ
充
御
頼
候
ニ
付
、
宝
暦
御
例
通
、
当
所
ゟ
直
ニ

江
戸
表

江
戸
表
十
三
日
刻
、
以
飛
脚
差
越

候
事

一
、
下
向
之

長
崎
奉
行

長
崎
奉
行
、
来
廿
五
日
木
屋
瀬
泊
之
由
、
中
沢
半
右
衛
門
（
黒
崎
宿
代
官
）
ゟ
申
出
ル

八
月
十
九
日

小
雨

一
、
当
所
滞
留
ニ
相
成

一
、
三
使
え
例
之
通
相
勤
、
近
藤
殿
逢
有
之
、
挨
拶
等
有
之
候
事
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（
レ
ヵ
）

一
、
下
向
長
崎
奉
行
、
来
廿
六
日

木
屋
瀬
泊

木
屋
瀬
泊
ニ
付
、
御
巡
見
使
方
自
然
夫
ル
迄
御
滞
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、
御
出
会
共
ハ

有
之
間
敷
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
曽
我
（
巡
見
使
）
殿
用
人
迄
及
引
合
候
処
、
其
頃
迄
ハ
滞
不

申
、
廿
三
日
四
日
間
ニ
ハ
出
立
い
た
し
候
由
、
乍
然
天
気
相
ニ
而
御
滞
ニ
共
相
成
節
ハ
、
御
挨
拶
振
之
儀
及
引
合

候
処
、
た
と
ひ
其
通
相
成
候
共
、
御
挨
拶
振
等
ハ
無
之
処
ニ
相
心
得
、
於
致
詮
議
右
等
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
早
速

孫
左
衛
門
え
通
達
可
致
之
由
、
用
人
ゟ
及
噂
候
事

右
ニ
付
、
如
何
御
手
数
も
無
之
処
ニ
相
成
候
事

八
月
廿
日

曇
天

折
々
小
雨

一
、
当
所

滞
留

滞
留
ニ
相
成
、
毎
々
通
安
否
為
伺
、
夫
々
相
勤
候
事

一
、

巡
見
使
用
人

巡
見
使
方
用
人
名
元
、
左
ニ
記

曽
我
又
左
衛
門
殿
用
人

池
田
乙
右
衛
門

同

関

真
平

大
久
保
勘
三
郎
殿
用
人

下
沢
喜
多
録

同

安
藤
吉
右
衛
門

近
藤
勘
七
郎
殿
用
人

桑
原
栄
蔵

小
野
東
馬

〆
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八
月
廿
一
日

晴
天

一
、
三
使
共
当
所
滞
留
ニ
相
成

一
、
手
前
儀
少
々
不
快
ニ
付
、

安
否
伺

安
否
為
伺
不
罷
越
段
不
差
上
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
及
噂
候
事

八
月
廿
二
日

晴
天

一
、
当
所

黒
崎
滞
留

滞
留
ニ
相
成
、
少
々
不
快
ニ
而
三
使
え
は
不
相
勤

一
、
当
所
滞
ニ
付
、
其
段
福
岡
表
え
申
越
居
候
得
共
、
未
何
た
る
御
下
知
も
無
之
ニ
付
、
当
所
滞
留
ニ
相
成
候
段
御

承
知
被
遊
、
御
使
者
は
御
断
ニ
付
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
取
繕
、
御
使
者
相
勤
様
申
談
置

一
、

妙
見
崎

妙
見
崎
出
方
名
元
并
小
船
頭
名
元
共
、
乗
船
之
節
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
差
出
候
様
申
談
、
名

付
相
渡
ス

一
、
大
久
保
（
巡
見
使
）
殿
用
人
ゟ
肝
煎
え
相
尋
候
、
左
之
通

黒
崎
ニ
而
、
二
ノ
御
本
陣
御
用
人
ゟ
尋
之
ケ
条

覚

一
、
此
辺

上
田

上
田
壱
反
ニ
付

御
徳
何
程
納
候
哉

一
、

同

中
田

中
田

右
同

右
同
断

一
、
右
同

下
田

右
同

右
同
断

一
、

上
畠
壱
反
ニ
付

御
徳
何
程
ニ
候
哉
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但
、

大
豆
納

大
豆
納
ニ
候
哉
、
麦
納
ニ
候
哉
、
又
は
代
金
銀
ニ
而
納
候
哉
之
事

一
、

中

右
同
断

一
、

下

右
同
断

一
、
米
壱
俵
何
斗
入
ニ
候
哉

一
、
大
豆
も
右
同
断
之
事

右
之
通
、
御
用
人
ゟ

御
尋

御
尋
御
座
候
間
、
御
書
入
可
被
遣
候

二
ノ
御
本
陣

肝
煎

八
月
廿
二
日

御
郡
屋御

役
所

一
、
右
之
通
相
尋
候
付
、
左
之
通
可
差
出
由
、
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
ゟ
申
出
、
尤
御
下
向
之
節
も

出
居
候
間
、
其
通
ニ
而
相
認
候
様
ニ
と
申
出
ル

覚

一
、

上
田

上
田
壱
反
ニ
付

米
五
斗
六
升
七
合
程

一
、

中
田

中
田
壱
反
ニ
付

米
四
斗
五
升
七
合
程

一
、
下
田
壱
反
ニ
付

米
三
斗
六
升
七
合
程

一
、
上
畠
壱
反
ニ
付

大
豆
三
斗
三
升
三
合
程
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一
、
中
畠
壱
反
ニ
付

大
豆
弐
斗
六
升
六
合
程

一
、
下
畠
一
反
ニ
付

大
豆
壱
斗
八
合
程

右
現
大
豆
上
納
仕
候
、
不
作
之
年
柄
ハ
間
々
ハ
代
銀
納
も
仕
候
事

一
、
米
壱
俵
三
斗
三
升
入

一
、

口
米

口
米

壱
石
ニ
付
三
升
充

一
、
口
大
豆

右
同

〆

一
、
△
中
沢
半
右
衛
門
（
黒
崎
宿
代
官
）
ゟ
左
之
通
申
出
ル

以
手
紙
啓
上
仕
候
、
然
は

長
崎
奉
行
下
向

下
向
長
崎
奉
行
戸
川
播
磨
守
殿
、
昨
廿
一
日
、
防
州
花
岡
駅
御
泊
、
来
ル
廿
六

日
御
領
内
御
入
込
、
御
休
泊
左
之
通
之
由
、
同
所
え
差
出
置
候
外
聞
之
者
罷
帰
申
出
候
、
尤
右
之
段
は
、

福
岡
表
え
は
直
飛
脚
ヲ
以
申
出
候
、
以
上

八
月
廿
二
日

覚

八
月
二
十
五
日

小
倉
泊

小
倉
泊
り

同
廿
六
日

黒
崎
休

黒
崎
休

同
日

木
屋
瀬
泊
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同
廿
七
日

飯
塚
休

同
日

内
野
泊

同
廿
八
日

山
家
休

同
日

田
代

〆

一
、
△
右
之
段
は
、
御
巡
見
使
御
用
ニ
而
は
無
之
候
得
共
、
出
役
中
之
儀
ニ
付
此
記
ニ
記
す

△
印
之
分
何
つ
れ
も
同
様

八
月
廿
三
日

小
雨

一
、
当
所

黒
崎
滞
留

滞
留
ニ
相
成
、
手
前
不
快
ニ
而
不
相
勤
候
事

一
、
御
用
取
調
子
、
当
所
滞
留
ニ
相
成
候
段
御
承
知
被
遊
候
付
、
御
見
廻
御
使
者
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇

〇
石
）
相
勤
候
様
申
談
置
候
処
、
廿
四
日
迄
取
繕
、
御
三
使
共
相
勤
候
処
御
相
応
御
返
答
有
之
候
段
、
同
人
ゟ
申

出
ル

一
、
助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
近
藤
殿
出
立
、
弥
明
日
立
成
候
段
申
出
ル

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
御
三
使
方
、
弥
明
朝
六
ツ
時
乗
船
之
趣
申
出
ル

一
、
宮
本
帯
刀
（
船
手
頭
）
ゟ
申
出
候
は
、
夜
前

久
留
米
船
手

久
留
米
船
手
頭
若
松
え
引
取
居
候
処
、
船
居
り
何
分
本
船
ニ
引
取

か
た
く
候
付
、
何
卒
船
借
呉
様
被
頼
候
付
、
浦
船
二
艘
か
し
候
処
、
久
留
米
船
手
頭
辻
三
太
夫
ゟ
段
々
挨
拶
有
之
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ニ
而
、
金
子
百
疋
進
候
付
、
段
々
及
断
候
得
共
、
何
卒
受
用
い
た
し
候
様
噂
致
、
勿
論
役
方
え
申
達
候
義
ニ
而
も

無
之
ニ
付
、
受
容
致
可
申
や
と
て
相
伺
候
ニ
付
、
根
元
内
分
之
取
計
ニ
付
受
用
致
候
様
申
談
ル

但
、
右
之
都
合
ニ
付
而
は
帯
刀
（
宮
本

船
手
頭

三
六
〇
石
）
え
挨
拶
等
致
可
申
哉
、
是
又
相
伺
候
付
挨
拶

ニ
ハ
及
間
敷
由
申
談
ル

一
、
夕
九
半
時
頃
、
福
岡
ゟ
急
宿
継
御
用
奉
書
箱
来
ル

一
、

下
向
長
崎
奉
行

下
向
長
崎
奉
行
戸
川
（
播
磨
守
）
ゟ
木
屋
瀬
泊
、
黒
崎
昼
休
ニ
相
成
候
、
然
は
御
巡
見
使
方
滞
留
ニ
相
成
候
付
、

当
駅
差
立
可
申
候
得
共
、
先
ハ
無
心
元
可
有
之
候
ニ
付
、
尾
上
四
郎
左
衛
門
（
六
〇
〇
石
）、
御
案
内
御
使
者
之
儀
、

小
倉
え
罷
越
、
御
巡
見
使
御
滞
ニ
而
候
得
共
、
仮
成
ニ
御
手
当
致
置
候
段
、
演
説
致
候
様
御
下
知
申
来
ル

八
月
廿
四
日

一
、
今
朝
御
巡
見
使
方

乗
船
之
筈

乗
船
之
筈
ニ
候
得
共
、
風
雨
ニ
而
何
分
御
乗
船
難
相
成
由
、
船
頭
ゟ
申
出
候
ニ
付
、
御
延
引

ニ
相
成
候
段
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
申
出
ル

一
、
曽
我
（
巡
見
使
）
殿
内
三
宅
弥
次
兵
衛
・
佐
藤
全
兵
衛
え
、
池
田
乙
右
衛
門
・
関
真
平
ゟ
書
状
箱
一
ツ
、
孫
左

衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
え
用
人
ゟ
相
渡
候
由
ニ
而
、
同
人
ゟ
差
出
ス

但
、
今
日
乗
船
之
儀
跡
聞
、
且
同
役
共
え
申
越
候
御
用
向
も
有
之
由
ニ
付
、
段
々
致
評
議
候
処
、
御
便
次
第

ニ
而
御
通
過
之
勤
ニ
候
、
夫
ニ
而
は
着
府
後
ニ
相
成
可
申
、
然
は
町
便
ニ
而
は
自
然
之
儀
有
之
候
而
は
、
御

無
都
合
ニ
可
有
之
、
飛
脚
な
ら
ハ
自
然
之
儀
ニ
而
も
、
仰
上
可
宜
、
為
其
飛
脚
ハ
大
造
ニ
ハ
候
得
共
、
如
何
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之
御
用
向
ニ
候
も
難
計
候
付
、
重
畳
申
合
、
何
も
大
造
ニ
ハ
候
得
共
、
飛
脚
〳
〵
処
ニ
而
申
合
候
事

一
、
御
三
使
方
、
八
半
時
頃
乗
組
ニ
相
成
候
間
、

妙
見
崎

妙
見
崎
え
罷
出
、
郡
奉
行
、
平
助
（
花
房

案
内
役

七
〇
二
石
）、

助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）
並
居
候
処
、
無
程
曽
我
殿
・
大
久
保
殿
・
近
藤
（
巡
見
使
）
殿
追
々
乗
船
、

長
々
滞
留
ニ
相
成
候
段
三
人
衆
ゟ
挨
拶
有
之
、
乗
船
ニ
相
成
候
付
見
合
せ
、
跡
ゟ
乗
船

若
松
着

若
松
え
着
、
然
る
ニ
天
気

不
宜
、
今
夕
ハ
当
所
滞
船
ニ
相
成
、
明
朝
天
気
次
第
出
船
之
由
、
右
ニ
付
而
は
今
夕
自
然
出
船
相
成
候
節
ハ
、
波

戸
場
出
方
之
頃
合
も
不
相
分
候
付
、
万
々
一
今
夕
出
船
ニ
候
へ
ハ
、
波
戸
場
出
方
不
致
候
処
ニ
、
孫
左
衛
門
（
建

部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
申
合
候
事

○
三
使
方
、
若
松
着
船
七
半
過
ニ
着
船
被
成

一
、
御
乗
船
御
着
船
共
ニ
、
事
々
御
不
都
合
之
儀
は
無
之
候
事

一
、
明
廿
五
日
、
小
倉
泊
ニ
而

長
崎
奉
行

長
崎
奉
行
黒
崎
休
ニ
相
成
居
ニ
付
、
小
倉
え
罷
越
、
エ
ン
ジ
エ
ツ
等
之
尾
上
四
郎
左

衛
門
（
六
〇
〇
石
）
先
刻
ゟ
着
相
待
候
ニ
付
、
後
方
乗
船
之
模
様
次
第
可
相
達
段
及
返
答
、
其
後
乗
船
ニ
相
成
候

間
、
黒
崎
駅
ハ
何
之
御
支
無
之
ニ
付
、
小
倉
ニ
而
之
エ
ン
シ
エ
ツ
相
控
候
様
、
以
手
紙
若
松
ゟ
申
入
候
事

八
月
廿
五
日

雨
天

風
立

一
、
風
雨
ニ
而
三
使
当
所

若
松
滞
船

滞
船
ニ
相
成
、
天
気
次
第
乗
船
之
筈
ニ
候
事

一
、
御
右
筆
ハ
御
次
第
書
面
之
通
、
黒
崎
え
相
滞
候
而
宜
敷
候
得
共
、
当
所
ゟ
福
岡
え
飛
脚
差
立
候
付
、
黒
崎
ゟ
当

所
え
参
ル
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一
、
右
飛
脚
ハ
、
昨
日
無
滞
乗
船
相
成
候
得
共
、
風
雨
ニ
而
当
所
滞
船
ニ
相
成
居
候
段
、
以
飛
脚
及
言
上
、
為
其
御

右
筆
両
人
当
所
え
参
候
事

一
、
右
飛
脚
、
郡
方
直
通
ニ
被
指
越
候
様
、
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
え
及
掛
合
、
返
答
相
応
ニ
候
事

八
月
廿
六
日

晴
天

風
と
な
る

一
、
当
所

若
松
滞
船

滞
船
ニ
相
成

一
、
宮
本
帯
刀
（
船
手
頭

三
六
〇
石
）
ゟ
今
朝
迄
ハ
未
波
荒
く
候
得
共
、
潮
も
お
そ
く
候
付
見
合
て
出
船
ニ
も
可
相

成
、
其
節
は
帯
刀
手
元
迄
通
達
之
筈
候
付
、
出
船
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
通
達
可
致
由
申
置
候
事

一
、
△
神
屋
宅
右
衛
門
（
郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
ゟ
掛
合
左
之
通
、
中
沢
半
右
衛
門
（
黒
崎
宿
代
官
）
ゟ
申
候
段
相
届
、

半
右
衛
門
ゟ
之
紙
面
左
之
通
り

△
一
筆
啓
上
仕
候
、
然
は
御
下
向

長
崎
奉
行

長
崎
御
奉
行
戸
川
播
磨
守
殿
、
并
ニ
支
配
勘
定
牧
民
助
殿
、
御
普
請
役
大

地
鍬
次
郎
、
其
外
役
々
共
今
廿
五
日
申
中
刻
、
下
関
ゟ
小
倉
え
御
渡
海
御
止
宿
、
明
廿
六
日
御
領
内
御
入
込
、

御
休
泊
最
前
之
通
之
由
、
同
所
え
差
出
置
候
外
聞
之
者
罷
帰
申
出
候
、
此
段
御
注
進
為
可
申
上
、
如
此
御
座

候
、
恐
惶
謹
言

中
沢
半
右
衛
門

八
月
廿
五
日

神
屋
宅
右
衛
門
様
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〆

一
、
晴
天
ニ
は
相
成
候
得
共
、
沖
ハ
波
立
強
く
候
付
、
当
所
え
滞
座
ニ
相
成
候
事

一
、
御
右
筆
両
人
共
、
黒
崎
ゟ
当
所
え
昨
日
参
候
付
、
福
岡
ゟ
飛
脚
差
立
右
相
仕
廻
、
格
別
御
用
無
之
付
、
黒
崎
え

今
朝
ゟ
引
取
候
事

一
、
△
郡
奉
行
、
今
廿
六
日
、
長
崎
奉
行
弥

黒
崎
昼
休

黒
崎
御
昼
休
ニ
相
成
候
段
、
御
掛
合
申
出
ル

一
、
△
郡
奉
行
中
沢
半
右
衛
門
ゟ
申
出
候
由
ニ
而
、
半
右
衛
門
ゟ
之
以
紙
面
相
届
、
半
右
衛
門
ゟ
之
紙
面
左
之
通

△
一
筆
啓
上
仕
候
、
然
は
、
下
向
長
崎
奉
行
戸
川
播
磨
殿
、
支
配
勘
定
牧
民
助
殿
、
御
普
請
役
大
池
鍬

次
郎
、
羽
織
格
木
村
長
左
衛
門
・
藤
村
弁
三
郎
、
今
廿
六
日
巳
中
刻
頃
ゟ
追
々
黒
崎
御
着
、
昼
休
ニ
而
、

無
程
御
出
駕
、
人
馬
継
等
無
滞
相
済
申
候
、
此
段
御
注
進
為
可
申
上
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言

中
沢
半
右
衛
門

八
月
廿
六
日

神
屋
宅
右
衛
門
様

八
月
廿
七
日

晴
天

一
、
今
朝
五
ツ
時
過
当
所

若
松
出
船

出
船
ニ
相
成
、
今
日
御
次
第
書
面
之
通
、
波
戸
場
え
罷
出
御
通
船
相
成
、
黒
崎
え
引
取
、

孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
儀
は
御
領
堺
、
境
原
迄
罷
越
無
滞
御
通
過
ニ
相
成
候
段
、
福
岡
え
以
飛
脚

及
言
上
、
出
役
之
面
々
い
つ
き
引
払
候
様
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
え
相
達
、
同
人
ゟ
口
々
申
談
、
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万
々
無
滞
相
済
候
付
、
手
前
ら
は
九
つ
半
時
頃
黒
崎
ヲ
立
、

芦
屋

芦
屋
え
今
夕
止
宿
致
候
事

一
、
昨
廿
六
日
夕
、
使
番
岡
田
半
左
衛
門
（
六
五
一
石
）
着
、
御
用
状
等
若
松
ゟ
差
越
、
御
用
状
ニ
御
巡
見
使
方
黒

崎
御
滞
留
相
成
居
候
付
而
は
、
御
使
者
事
ハ
御
断
ニ
候
得
共
、
数
日
御
滞
留
ニ
付
而
ハ
、
御
音
物
も
可
有
之
ニ
付
、

右
ハ
被
相
控
、
御
見
廻
一
通
使
番
岡
田
半
左
衛
門
儀
被
差
立
候
由
、
御
下
知
申
来
ル

一
、
昨
夜
、
右
之
通
之
儀
ニ
付
御
右
筆
申
合
、
最
早

久
留
米
御
船

久
留
米
之
御
船
ニ
御
乗
込
ニ
相
成
候
ニ
付
、
御
使
者
等
之
儀
は

御
不
都
合
可
有
之
と
申
上
ル
、
其
上
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ゟ
御
使
者
相
勤
居
候
間
、
御
不
都
合

は
有
之
間
敷
と
申
合
ニ
付
、
其
段
を
以
岡
田
半
左
衛
門
（
六
五
一
石
）
差
返
し
、
一
席
中
え
御
用
封
箱
相
渡
、
半

左
衛
門
儀
は
致
出
立
候
事

但
、
今
朝
出
船
ニ
相
成
居
候
間
、
旁
引
取
候
様
相
含
候
、
右
含
は
若
松
ゟ
相
含
候
様
申
談
ル

八
月
廿
八
日

一
、
芦
屋
出
立
、

青
柳
着

青
柳
着

八
月
廿
九
日

一
、
青
柳
出
立
、
八
ツ
過
時
頃

帰
宅

帰
宅
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九
月
朔
日

一
、
馬
廻
頭
ゟ
此
節
人
馬
奉
行
相
勤
候
左
之
面
々
え
、
左
之
面
々
ゟ
此
節
事
々
都
合
能
く
相
済
候
ニ
付
、
為
挨
拶
書

状
差
越
候
間
、
返
礼
等
之
儀
竹
中
作
兵
衛
（
八
〇
〇
石
）
引
合
有
之
候
事

有
村
卯
兵
衛
様

宮
崎
弥
右
衛
門
（
一
五
石
五
人
扶
持
）

久
野
作
右
衛
門
様

渡
辺
長
左
衛
門

〆

一
、
右
之
書
状
ハ
、
自
分
挨
拶
之
儀
ニ
付
一
通
り
返
事
ニ
相
成
候
様
申
談
ル

九
月
二
日

一
、
此
度

出
役
之
面
々

出
役
之
面
々
、
名
元
一
帳
五
番
頭
え
差
出
候
付
、
猶
相
違
之
儀
無
之
哉
、
且
免
用
方
郡
方
吟
味
役
申
出
候

様
、
大
目
付
四
宮
（
孫
次
郎

八
五
〇
石
）
へ
申
談
ル

一
、
此
度
御

付
廻
り
医
師

付
廻
り
之
医
師
萩
野
道
一
ゟ
薬
等
差
出
候
付
、
為
挨
拶
金
百
疋
大
久
保
（
巡
見
使
）
殿
ゟ
取
計
有
之
候

由
ニ
而
、
御
城
代
山
内
仁
太
夫
（
一
〇
〇
〇
石
）
ゟ
以
書
付
申
出
、
御
番
頭
え
申
談
ル

一
、
正
太
夫
（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
、
左
之
通
切
紙
相
達

貴
殿
事
、
御
巡
見
使
御
通
路
相
済
候
付
、
御
目
見
被
仰
付
候
、
明
後
四
日
五
半
時
、
御
屋
形
え
可
被
罷
出
候
、

以
上

九
月
二
日

一
、
手
前
儀
、
一
昨
日
致
帰
着
候
付
、
右
之
節
壱
人
召
ニ
而
、
致
大
儀
候
段
御
直
々
御
意
被
遊
候
事
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九
月
四
日

一
、
此
度
、
御
巡
見
使
無
滞
通
路
相
済
候
付
、
一
席
ゟ
裏
判
役
迄
於
御
座
間

御
目
見

御
目
見
被
仰
付
、
御
意
之
儀
、
正
太
夫

（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
ゟ
被
申
渡
、
御
直
ニ
も
御
意
之
程
候
事

右
ニ
付
御
礼
、
奥
頭
取
迄
申
上
候

御
意
書
、
左
之
通
り

一
、
御
帰
路
御
用
相
勤
之
面
々
、
明
日
、
正
太
夫
（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
面
謁
被
致
候
由
、
名
付
被
相
渡
候

付
、
五
番
頭
え
相
渡

一
、
去
月
十
日

宰
府
御
宿

宰
府
御
宿
之
節
、
御
旅
宿
致
相
違
、
然
処
致
詮
議
候
様
、
郡
奉
行
ゟ
御
用
聞
え
相
伺
候
処
、
御
用
聞

ゟ
之

付
札
間
違

付
札
間
違
ニ
ゟ
差
変
候
儀
と
相
見
へ
候
、
郡
奉
行
え
致
手
紙
候
付
、
此
通
宜
敷
可
有
御
座
哉
、
一
席
間
え
も

相
役
居
候
儀
共
ニ
而
ハ
無
之
哉
、
自
然
ハ

手
許
不
行
届

手
許
不
行
届
之
儀
共
ニ
而
は
無
之
哉
、
五
番
頭
え
掛
ヶ
致
詮
議
候
処
、

一
向
御
宿
之
儀
は
伺
出
ニ
相
成
居
不
申
由
、
五
番
頭
ゟ
申
出
ル
、
左
様
候
ハ
ヽ
御
用
聞
之
手
許
不
行
届
儀
と
相
見

へ
候
事

九
月
五
日

一
、
御
案
内
役
三
人
、
最
早
御
用
無
之
候
ハ
ヽ
、
平
勤
御
免
之
儀
取
計
可
申
、
郡
徳
左
衛
門
（
七
二
〇
石
）
ゟ
申
出

候
付
、
最
早
御
用
も
無
之
ニ
付
、
御
免
取
計
ニ
相
成
候
様
申
談
ル
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九
月
九
日

一
、
御
巡
見
使
御
用
相
勤
候
面
々
、
未
相
済
候
付
、
来
十
五
日

御
目
見

御
目
見
可
被
仰
付
哉
、
明
石
兵
右
衛
門
（
一
七
〇
石
）

を
以
相
伺
候
処
、
来
十
五
日
被
仰
付
候
旨
被
仰
出
候
付
、
其
趣
正
太
夫
（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）
殿
え
申
達
置

候
事

九
月
十
日

一
、
御
巡
見
使
御
帰
路
相
済
候
付
、
御
用
掛
り
之
面
々
来
十
五
日
可
被
仰
付
候
、
正
太
夫
（
郡

中
老

四
五
〇
〇
石
）

殿
引
合
之
上
、
明
石
兵
右
衛
門
（
一
七
〇
石
）
を
以
相
伺
候
処
、
十
五
日
被
仰
付
之
旨
被
仰
出
候
、
右
ニ
付
在
役

之
面
々
早
々
出
福
致
候
様
、
郡
奉
行
神
屋
宅
右
衛
門
（
二
〇
〇
石
）
え
申
談
、
若
松
住
之

小
船
頭

小
船
頭
え
も
出
福
致
居

候
様
、
船
手
頭
え
申
談
置
候
事

九
月
十
八
日

一
、
御
帰
路
相
済
候
付
、
諸
役
中
御
下
向
之
節
之
通
、

御
目
見

御
目
見
へ
被
仰
付
候
事

一
、
此
度
御
用
向
相
勤
候
面
々
、
名
簿
之
儀
申
出
候
様
、
大
目
付
立
花
ゟ
申
談
ル

十
一
月
七
日

一
、
御

案
内
役

案
内
役
之
面
々
え
、
兼
而
相
含
置
候
之
書
付
、
何
方
々
ニ
而
差
出
候
哉
申
出
候
様
、
大
組
頭
え
談
置
候
処
、

左
之
通
申
出
ル
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覚

一
、
御
通
筋

左
右
村
付

左
右
村
付

三
冊

一
、
御

家
老
用
人

家
老
御
用
人
御
名
付

三
通

一
、
松
崎
駅
ゟ
若
松
迄

道
程

道
程
ニ
付

三
通

一
、
御
巡
見
使
御
帰
路
御
出
役
御
用
人
并
郡
奉
行
書
付

三
通

一

御
領
中
御
案
内
罷
出
候
名
付

三
冊

一

御
三
使
御
領
中

御
宿
亭
主

御
宿
亭
主
名
付

三
通

〆

右
、
於
松
崎
壱
通
充
、
御
三
使
え
差
出
申
候

一
、

孝
人
之
覚

孝
人
之
覚

三
冊

一
、
寺
社
御
寄
付
有
之
分
之
覚

一
通

一
、
御
国
中

古
城
跡

古
城
跡
之
覚

一
冊

一
、
島
々
田
畑
有
之
分
高
付
、
并
他
国
え
出
ル
口
々
番
人
之
覚

一
冊

一
、

流
罪
人

流
罪
人
并
牢
人
之
覚

一
冊

〆

右
、
於
宰
府
、
曽
我
殿
え
差
出
申
候
、
以
上

建
部
孫
左
衛
門
（
案
内
役

七
〇
〇
石
）
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覚

一
、
御
巡
見
使
御
帰
路
御
道
筋
左
右
村

一
冊

右
は
建
部
孫
左
衛
門
（
案
内
役

七
〇
〇
石
）
松
崎
え
持
参
仕
、
御
三
方
え
夫
々
差
出
ニ
相
成

一
、

孝
人

孝
人
之
覚

一
冊

一
、
寺
社
御
寄
付
有
之
分
覚

一
冊

一
、

古
城
跡

古
城
跡
之
覚

一
冊

一
、
島
々
田
畑
有
之
分
高
付
、
并
他
国
え
出
候
口
々
番
人
之
覚

一
、
流
罪
人
之
覚

一
冊

右
大
久
保
勘
三
郎
殿
御
帰
路
、
於
黒
崎
駅
、
御
望
ニ
付
差
出
申
候

花
房
平
助
（
案
内
役

七
〇
二
石
）

覚

一
、
孝
人
之
覚

一
冊

一
、
寺
社
御
寄
付
有
之
分
覚

一
冊

一
、

古
城
跡

古
城
跡
之
覚

一
冊

一
、
島
々
田
畑
有
之
分
高
付
、
并
他
国
え
出
候
番
人
之
覚

一
冊

一
、

流
罪
人

流
罪
人
之
覚

一
冊

右
近
藤
勘
七
郎
様
御
帰
路
之
節
、
黒
崎
駅
ニ
而
御
望
ニ
付
差
出
申
候

宮
崎
助
太
夫
（
案
内
役

七
〇
〇
石
）
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【
２
】
日
記
の
【
表
紙
】

天
保
九
戊
戌
年

御
巡
見
使
御
帰
路
御
付
廻
り
相
勤
候
節
日
記

【
本
文
】

八
月
月
八
日

晴
天

東
小
田

東
小
田
泊

（
雑
餉
隈
）

一
、
六
時
供
揃
ニ
而
五
ツ
時
過
比
出
宅
ニ
而
、
新
屋
ニ
而
駕
籠
ニ
而
、
夫
ゟ
歩
行
、
ざ
し
ヤ
の
隈
ニ
而
休
、
関
屋
ゟ

（
検
校
坊
）

乗
輿
、

宰
府
天
満
宮

宰
府
天
満
宮
え
参
詣
、
け
ん
業
防
ニ
而
昼
休
、
弁
当
之
節
、
と
う
ふ
・
吸
物
出
す
、
同
所
出
立
、
六
本
松

通
り
、
六
本
松
下
り
口
ニ
而
駕
籠
、
文
内
〔
佐
熊

小
姓
〕
ニ（

蝗＝

イ
ナ
ゴ
）

稲
子

稲
子
二
疋
喰
せ
、
夫
ゟ
直
ニ
東
小
田
村
庄
ヤ
ウ
次
郎

と
申
者
方
え
七
ツ
半
過
比
着
、
止
宿
、
側
役
久
兵
衛
〔
吉
川

御
側
〕・
市
作
〔
佐
伯

御
側
〕・
佐
助
〔
木
原

右
筆
〕

（
寝
酒
）

ね
酒
之
節
、
善
兵
衛
〔
小
西

取
次
役
〕
初

酒
相
伴

酒
相
伴
致
さ
せ
也

一
、
夕
、
神
屋
宅
右
衛
門
（
郡
奉
行

二
〇
〇
石
）・
阿
部
文
兵
衛
（
右
筆

一
五
石
三
人
扶
持
）・
牧
市
太
夫
（
右
筆
）

参
り

（
カ
エ
ル
）

一
、
惣
市
〔
取
次
役

小
西
善
兵
衛
下
〕
ニ

ひ
き
喰
せ

ひ
き
喰
せ
候
と
、
足
軽
曽
六
〔
山
崎

荷
才
料
足
軽
〕
と
申
者
戸
之
す
き
ま
ゟ
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見
居
処
、
足
軽
之
七
次
〔
山
崎

押
上
足
軽
〕、
夫
々
見
候
様
曽
六
申
候
処
、
見
居
候
処
、
雪
隠
之
由
ニ
じ
よ
う
ニ

而
、
雪
隠
と
申
儀
気
付
候
由
也

八
月
九
日

晴
天
後
小
雨

右
同

東
小
田

（
東
小
田
泊
）

一
、
朝
飯
後
、
花
房
平
助
（
案
内
役

七
〇
二
石
）・
阿
部
（
文
兵
衛

右
筆

一
五
石
三
人
扶
持
）・
牧
（
市
太
夫

右
筆
）
入

来
有
之

一
、
髪
月
代
中
ニ
文
内
〔
佐
熊

小
姓
〕
呼
出
、
指
図
等
致
さ
せ
候
也

一
、
宮
崎
助
太
夫
（
案
内
役

七
〇
〇
石
）・
神
谷
宅
右
衛
門
（
郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
入
来

（
青
カ
エ
ル
）

一
、
庭
ニ
池
有
之
よ
し
、
鮒
入
居
ニ
付
、
少
々
釣
せ
候
得
共
不
宜
、

青
ひ
き

青
ひ
き
釣
上
候
を
文
内
〔
佐
熊

小
姓
〕
ニ
生
ニ

而
喰
せ
、

し
ょ
う
ゆ
う

し
ょ
う
ゆ
う
付
や
き
ニ
而
二
ツ
喰
、
壱
ツ
ハ
善
兵
衛
〔
小
西

取
次
役
〕
召
連
居
候
宗
市
〔
惣
市

小
西
善

兵
衛
下
〕
と
申
者
え
喰
せ
候
処
、
大
悦
ニ
而
喰
、
以
後
つ
え
之
手
数
致
さ
せ
候
也

一
、
当
所
千
石
余
之
由
、
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
咄
有
之
居
候
也

一
、
到
来
之
梨
有
之
付
、
善
兵
衛
〔
小
西

取
次
役
〕
御
側
廻
り
呼
出
し
頂
戴
等
致
さ
せ
、
以
別
儀
文
内
〔
佐
熊

小
姓
〕

も
右
同
断
也

一
、

松
崎
駅

松
崎
駅
ゟ
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
当
所
え
六
時
過
着
、
直
ニ
麻
上
下
之
侭
入
来

一
、
神
屋
（
宅
右
衛
門

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
ハ
、
御
用
事
有
之
ニ
付
呼
ニ
遣
候
付
入
来
有
之
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一
、

夜
食

夜
喰
之
節
、
文
兵
衛
（
阿
部

右
筆

一
五
石
三
人
扶
持
）・
市
太
夫
（
牧

右
筆
）
酒
認
等
差
出
也

一
、
亭
主
宇
次
郎
ゟ
為
な
く
さ
ミ

柿

柿
十
五
遣
候
也

八
月
十
日

宰
府
泊

宰
府
泊

一
、
巡
見
使
方

松
崎

松
崎
駅
ゟ
追
々
入
込
ニ
付
御
境
迄
罷
出
ニ
付
、
七
時
過
出
立
ニ
而
馬
市
村
ニ
致
着
荷
、
忠
太
夫
殿
家

（
虫
喰
）

来
馬
乗
格
之
者
□
□
也
、
名
覚
左
ニ
記
ス

岡
部
弥
右
衛
門

一
、

御
境

御
境
迄
罷
越
候
道
筋
、
小
川
小
キ
橋
有
之
ニ
参
掛
り
候
処
、
夫
之
者
二
拾
人
計
も
集
、
駕
籠
之
左
右
ニ
手
を
掛

無
滞
渡
ル

一
、

二
日
市

二
日
市
、
二
葉
屋
九
兵
衛
と
申
者
方
ニ
而
弁
当
相
仕
廻
也

一
、

宰
府

宰
府
え
七
時
過
比
着
、
米
屋
仁
右
衛
門
と
申
者
方
え
止
宿
い
た
す

一
、
御
着
、
早
速
御
右
筆
参
ル

一
、
御
案
内
役
三
人
、
神
谷
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）・
三
好
（
甚
左
衛
門

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
入
来
有
之
候
事

一
、
今
夕
、
側
役
左
助
〔
木
原

右
筆
〕
御
断
申
上
候

一
、
曽
我
殿
（
巡
見
使
）
家
来
一
人
先
ニ
着
候
而
、

金
子
所
望

金
子
三
両
二
歩
所
望
致
候
付
遣
し
候
由
、
風
説
有
之
居
候
也
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八
月
十
一
日

秋
月
泊

秋
月
泊

一
、
大
久
保
殿
（
巡
見
使
）
六
半
時
過
、
出
立
ハ
四
分
下
り
、
追
々
出
立
有
之
付
見
合
候
ハ
ヽ
、
天
満
宮
参
詣
直
ニ

出
立
、
二
日
市
庄
ヤ
大
賀
謙
作
小
休
、
夫
ゟ
石
櫃
之
酒
屋
万
屋
え
小
休
、
八
半
時
比
秋
月
着
、

甘
木
屋

甘
木
屋
喜
三
右
衛

門
止
宿

一
、
御
右
筆
三
人
入
来
有
之
也

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
入
来
有
之
也

一
、
十
五
歳
ニ
相
成
候

女
中
ま
さ

女
中
ま
さ
と
申
者
也
、
た
い
ぶ
ん
気
ま
へ
之
宜
き
女
也
、
た
い
ぶ
ん
宜
き
女
也

一
、
栗
田
ニ
而
野
立
い
た
す

一
、
神
屋
宅
右
衛
門
（
郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
入
来
有
之

一
、
当
所
ニ
而
曽
我
殿
（
巡
見
使
）
旅
（
宿

脱
カ
）
ハ
会
所
、
大
久
保
殿
（
巡
見
使
）
旅
宿
ハ
大
龍
寺
、
近
藤
殿
（
巡

見
使
）
宿
ハ
伊
勢
屋
善
左
衛
門
也

一
、
宰
府
□
ニ
而
下
女
有
之
候
女
十
六
歳
、
名
ハ

お
よ
ね

お
よ
ね
也

一
、
吉
田
斎
宮
・
吉
田
静
馬
・
吉
田
縫
之
助
・
田
代
喜
助
・
田
代
彦
助
、
宿
為
見
仕
罷
越
候
由
、
斎
宮
え
は
対
面
い

た
す

一
、
御
側
役
佐
助
〔
木
原

右
筆
〕・
市
作
〔
佐
伯

御
側
〕
両
人
也

（
蚊
）

（
蚊
帳
）

一
、
当
所
は
、
か
ハ
一
向
居
不
申
付
、

蚊
帳

か
や
な
し
ニ
相
仕
廻
、
併
今
夕
別
而
さ
む
き
由
咄
居
申
候
也

一
、
武
士
小
路
ハ
〆
切
り
居
候
由
、
風
説
有
之
居
候
也
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八
月
十
二
日

飯
塚
泊

飯
塚
泊

一
、
大
久
保
殿
（
巡
見
使
）
六
半
時
出
立
、
追
々

秋
月
出
立

秋
月
出
立
ニ
付
見
合
出
立
、
九
半
過
時
飯
塚
着
ニ
相
成

一

孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
平
助
（
花
房

案
内
役

七
〇
二
石
）・
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇

〇
石
）
御
右
筆
入
来

一
、
秋
月
之
桜
ケ
瀧
と
て
瀧
有
之
、
凡
重
兵
衛
〔
尾
池
十
兵
衛

納
戸
方
〕
之
略
図
有
之

一
、
は
し
（
土
師
）
と
申
所
ニ
而
小
休
い
た
す

一
、

天
道
町

天
道
町
ニ
而
弁
当
相
仕
廻
候
事

一
、
御
巡
見
使
宿
ハ
、
曽
我
（
巡
見
使
）（
殿

脱
カ
）

御
茶
屋

御
茶
屋
、
大
久
保
殿
（
巡
見
使
）
中
ノ
茶
屋
、
小
四
郎
（
巡
見
使

近
藤
勘
七
郎
の
誤
カ
）
下
ノ
茶
屋
善
兵
衛
と
申
者
方
也

一
、
桜
ケ
滝
と
申
所
絵
図
之
通
之
穴
有
之
、
入
り
四
尺
計
り
も
有
之
由
、
文
内
〔
佐
熊

小
姓
〕
見
届
候
而
咄
致
居

候
事

一
、
首
頭
征
右
衛
門
為
見
廻
参
ル

一
、
昨
日
首
頭
ハ
為
見
廻
使
筈
候
事

一
、
△
旅
之
宿
為
見
廻
、
□
□
家
老
為
挨
拶
使
遣
候
、
且
又
鵜
沼
源
吾
ゟ
も
使
遣
す

此
△
印
、
昨
日
之
処
ニ
入
也

（
虫
喰
）

（
虫
喰
）

一
、
曽
我
殿
（
巡
見
使
）
用
人
池
田
乙
右
衛
門
と
申
者
、
至
而
と
ふ
□
□
之
者
之
由
□
□
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一
、
飯
塚
泊
所
、
向
町
古
賀
屋
庫
平

一
、
御
側
役
久
兵
衛
〔
吉
川

御
側
〕・
市
作
〔
佐
伯

御
側
〕・
左
助
〔
木
原

右
筆
〕
か
や
無
シ
ニ
而
相
済

一
、

博
多
中
島
橋

博
多
中
島
橋
程
之
橋
有
之
、
川
船
抔
段
々
見
へ
居
申
候
之
事

一

賀
麻
（
嘉
麻
）・
穂
波
郡
、
両
郡
大
庄
ヤ
中
ゟ

酒
・
鶉

酒
・
鶉
遣
候
付
致
受
用
、
□
兵
衛
初
頂
戴
致
さ
せ
候
事

八
月
十
三
日

飯
塚
泊

飯
塚
泊

一
、
巡
見
使
方
滞
留
ニ
付
相
滞
候
也

一
、
二
日
市
・
宰
府
、
当
時
犬
ニ
札
付
居
候
間
致
詮
議
候
処
、
巡
見
使
ニ
付
而
は

野
犬

野
犬
ニ
候
へ
は
エ
タ
こ
ろ
ニ
付
、

犬
事
ハ
か
い
犬
と
処
ニ
而
札
付
居
候
由
、
委
細
ハ
不
相
分
候
也

一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）・
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
御
右
筆
二
人
御
用
ニ
而
入

来
有
之
候
事

一
、
当
所
ゟ

若
松
乗
船

若
松
御
乗
船
迄
之
御
次
第
を
日
々
ニ
書
さ
せ
候
也
、
左
助
〔
木
原
佐
助

右
筆
〕
え

一
、
夕
、
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）・
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
御
右
筆
入
来
有
之
也

一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
ゟ
致
到
来
候
由
ニ
付
、
よ
き
遣
由
ニ
而

生
鮎

生
鮎
来
、
善
兵
衛
名
当
也

一
、
河
合
誠
（
火
消
役

八
〇
〇
石
）
為
見
廻
入
来
有
之
也

一
、
御

側
寝

側
寝
、
市
作
〔
佐
伯

御
側
〕・
久
兵
衛
〔
吉
川

御
側
〕・
左
助
〔
木
原
佐
助

右
筆
〕
也
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八
月
十
四
日

飯
塚
泊

飯
塚
泊

一
、
巡
見
使
滞
ニ
相
成

一
、
岡
源
市
と
申
者
ゟ

よ
ふ
か
ん
一
箱

よ
ふ
か
ん
一
箱
小
箱
為
見
廻
遣
候
ニ
付
、
御
側
ニ
而
何
つ
れ
頂
戴
致
さ
せ
候
事

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）、
御
右
筆
何
れ
も
御
用
ニ
て
入

来
有
之

一
、
亭
主
ゟ
遣
し
候
由
ニ
而
、

柿

柿
少
々
遣
候
付
、
是
又
同
様
御
側
ニ
而
頂
戴
致
さ
せ
也

一
、
三
使
例
之
通
相
勤
也

一
、
河
合
誠
（
火
消
役

八
〇
〇
石
）
ゟ
為
見
廻
、
菓
子
一
箱
進
物
有
之

（
マ
マ
）

一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
ゟ
為
見
廻
、
餅
小
豆
并
御
供
之
物
供
え
も
酒
進
物
有
之

一
、
誠
（
河
合

火
消
役

八
〇
〇
石
）
ゟ

菓
子

菓
子
遣
ニ
付
、
為
挨
拶
生
鮎
十
遣
之
候
也

一
、
裏
ニ
鶴
之
形
之
木
有
之
候
付
、
所
望
い
た
し
度
、
久
兵
衛
〔
吉
川

御
側
〕
ゟ
及
相
談
候
処
、
不
用
ニ
付
可
遣
由

ニ
付
所
望
い
た
す

八
月
十
五
日

飯
塚
泊

飯
塚
泊

一
、
巡
見
使
滞
ニ
相
成
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（
碁
）

一
、
久
兵
衛
〔
吉
川

御
側
〕・
市
作
〔
佐
伯

御
側
〕、
御
側
ニ
而

ご（
碁
）

ご
打
せ
、
致
見
物
候
也

一
、
阿
部
文
兵
衛
（
右
筆

一
五
石
四
人
扶
持
）・
牧
市
太
夫
（
右
筆
）
入
来
有
之
候
事

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
誠
（
河
合

火
消
役

八
〇
〇
石
）
入
来
有
之
候
也

一
、
文
内
〔
佐
熊

小
姓
〕
え

生
鯛

生
鯛
一
尾
喰
せ
致
見
物
候
事

（
マ
マ
）

一
、
御
側
之
物
共
ニ

な
ぞ

な
ぞ
と
か
せ
候
也

但
、
別
紙
有
り

八
月
十
六
日

一
、
当
所
三
使
出
立
ニ
相
成
候
付
、
例
之
通
跡
ゟ
罷
越
、
左
之
通
小
休
・
昼
休
ニ
而
、
七
半
時
比

黒
崎
着

黒
崎
着

小
休後

木
屋
瀬

木
屋
瀬柏

屋

新
次
郎

同

鶴
田
村尾

勝

昼
休

直
方
町

直
方
町米

屋

平
兵
衛

－ 174 －



小
休

小
竹

小
竹

前

龍
徳
屋

兵
左
衛
門

一
、
右
之
通
小
休
・
昼
休
候
、
七
半
時
頃
黒
崎
着

一
、

直
方
川

直
方
川
渡
船
出
之
節
、
笹
森
至
而
宜
敷
不
及
心
配
候
事

一
、
馬
杉
喜
兵
衛
（
八
〇
〇
石
）、
大
組
火
消
役
持
馬
、
今
朝
ゟ
病
馬
ニ
而
致
落
命
候
由
、
早
ひ
と
か
申
也

一
、
黒
崎
ニ
而
宿
、
田
町
、
竹
井
屋
藤
六
と
申
者
也

（
虫
喰
）

一
、
木
屋
瀬
柏
屋
新
次
郎
方
え
小
休
い
た
し
、
出
立
致
﹇

﹈
雨
降
出
ス

（
虫
喰
）

一
、
□
□
門
・
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
甚
左
衛
門
（
三

好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）・
馬
杉
喜
兵
衛
（
火
消
役

八
〇
〇
石
）・
梶
原
源
十
郎
（
浦
奉
行

一
三
〇
石
）・
御
右
筆
入
来

有
之
也

一
、

三
使
宿

三
使
宿
左
之
通

曽
我
殿

御
茶
屋

大
久
保
殿

八
幡
屋

庄
次
郎

近
藤
殿

関
屋

孫
七
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八
月
十
七
日

黒
崎
泊

黒
崎
泊

一
、
当
所
滞
ニ
相
成

一
、

置
鮎
次
郎
助

置
鮎
次
郎
助
（
小
船
頭

一
七
石
五
人
扶
持
）、
小
船
頭
参
ル

一
、
昨
日
、
昼
後
ゟ
降
、
夜
前
、
終
夜
降
、
今
朝
ゟ
快
晴
い
た
す

（
虫
喰
）

一
、
□
田
宮
大
宮
□
ゟ
勤
用
安
全
之
札
守
□
□
□

一
、

朝
飯
後

朝
飯
後
、
三
使
え
例
之
通
相
勤
候
事

一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）・
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
平
助
（
花
房

案
内
役

七
〇

二
石
）・
助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
宅
右
衛
門
（
神
屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）・
御
右
筆
、
入
来
有
之

一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
ゟ
鶉
一
重
進
物
有
之
ニ
付
、
甚
左
衛
門
・
御
右
筆
二
人
認
酒
出
ス

（
鱸
）

一
、
御
巡
見
使
方
も
今
夕
ハ

酒
・
さ
し
ミ

酒
等
用
有
之
候
由
、
す
ゝ
き
之
さ
し
ミ
等
と
申
儀
也
、
三
組
盃
を
借
ニ
参
候
由
、
甚
左

衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
咄
有
之
候
也（

巾
着
）

一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
き
ん
ち
ゃ
く
之
根
付
ニ
、
至
而
面
白
キ
入
居
候
を
見
せ
有
之
候
也
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八
月
十
八
日

黒
崎
泊

黒
崎
泊

一
、
当
所
滞
ニ
相
成

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
入
来
有
之
候
也

一
、
三
使
え
夫
々
相
勤
、
近
藤
殿
（
巡
見
使
）
え
参
居
内
、

久
留
米
家
中

久
留
米
御
家
中
船
頭
頭
之
由
、
辻
三
太
夫
と
か
申
仁
、

左
助
〔
木
原

右
筆
〕
供
、
朝
之
間
ニ
や
つ
こ
ニ
承
り
候
由
也

一
、
梶
原
源
十
郎
（
浦
奉
行

一
三
〇
石
）・
御
右
筆
二
人
、
入
来
有
之
也

一
、
当
宿
庄
屋
喜
助
ゟ
酒
肴
遣
す

一
、
中
沢
半
右
衛
門
（
黒
崎
宿
代
官
）
御
用
ニ
而
参
候
処
、
手
前
ハ
下
紐
ニ
而
、
同
人
ハ
帯
紐
ニ
而
始
終
相
仕
廻
候
也

一
、
夜
喰
後
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
入
込
、
少
々

な
ぞ
と
き

な
ぞ
と
き
、
し
ゝ
ハ
ど
こ
だ
よ
の
け
ん
有
之
、

且
又
同
人
所
持
之
た
も
と
時
計
借
受
候
事

（
虫
喰
）

一
、
誠
（
河
合

火
消
役

八
〇
〇
石
）
ゟ
□
□
菓
子
、
御
側
之
面
々
え
頂
戴
致
さ
せ
□
、
当
所
庄
屋
ゟ
遣
候

酒
肴

酒
肴
、
是

又
御
側
之
面
々
頂
戴
致
さ
せ
候
事

八
月
十
九
日

黒
崎
泊

黒
崎
泊
り

一
、
当
所
滞
、
毎
之
通
相
勤
候
事
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一
、
御
右
筆
二
人
入
来
有
之

一
、
昨
夜
ゟ
少
々
雨
降
、
九
ツ
時
頃
晴
ル

一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
ゟ
初
た
け
ニ

は
ま
ぐ
り

は
ま
ぐ
り
一
鉢
、
進
物
有
之
候
事

一
、
甚
左
衛
門
・
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
御
用
ニ
而
入
来
有
之
候
也

一
、
梶
原
源
十
郎
（
浦
奉
行

一
三
〇
石
）
入
来

一
、
夜
喰
後
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
入
来
有
之
、
様
々
咄
等
有
之
也

八
月
廿
日

黒
崎
泊

黒
崎
泊
り

一
、
当
所
滞
り
ニ
相
成
、
例
之
通
相
勤
候
事

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
御
右
筆
入
来
有
之
也

一

甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
夕
入
来
、
暫
く
咄
等
有
之
也

一
、
夕
、
文
内
〔
佐
熊

小
姓
〕・
左
兵
衛
〔
徳
重

小
姓
〕
呼
出
、
咄
等
致
さ
せ
候
事

八
月
廿
一
日

黒
崎
泊
り

一
、
当
所
滞
、
雨
ニ
相
成
、
手
前
昨
日
来

少
々
不
快

少
々
不
快
ニ
付
三
使
不
相
勤
候
事

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
御
右
筆
入
来
有
之
候
也
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一
、
少
々
不
快
、
用
心
薬
、
今
日
ゟ
の
ミ
候
也

一
、
宮
崎
助
太
夫
（
案
内
役

七
〇
〇
石
）
入
来
有
之
也

一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）・
宮
本
帯
刀
（
船
手
頭

三
六
〇
石
）
入
来
有
之
候
也

八
月
廿
二
日

黒
崎
泊
り

一
、
当
所
滞
ニ
相
成
、
手
前
ハ
少
々
不
快
付
不
相
勤
候
事

一
、
梶
原
源
十
郎
（
浦
奉
行

一
三
〇
石
）
参
、
次
迄
申
置
、
御
右
筆
参

一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
ゟ

う
な
き

う
な
き
味
噌
つ
け
一
重
進
物
有
之
候
事

一
、
甚
左
衛
門
・
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
入
来
有
之

（
虫
喰
）

（
虫
喰
）

一
、
□
□
二
十
五

小
倉
あ
め

小
倉
あ
め
為
土
産
持
帰
筈
ニ
候
而
、
□
□
□
□
入
外
、
鶉
持
帰
筈
ニ
候
得
共
、
青
柳
ニ
而
求
置
候

之
事

一
、
神
屋
宅
右
衛
門
（
郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
入
来
有
之
候
也

八
月
廿
三
日

黒
崎
泊

黒
崎
泊
り

一
、
当
所
滞
ニ
相
成
、
手
前
ハ
不
快
ニ
而
不
相
勤
候
事
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一
、
荻
野
道
一
（
医
師
本
道

二
〇
石
六
人
扶
持
）、
此
度
為
付
廻
当
所
相
控
居
候
間
、
不
快
見
せ
候
処
、
全
く
手
軽
由

申
候

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
入
来
有
之
也

一
、

黒
田
宮

黒
田
宮
へ
代
参
、
喜
三
・
重
兵
衛
〔
尾
池
十
兵
衛

納
戸
方
〕
相
勤
候
事

一
、
花
房
平
助
（
案
内
役

七
〇
二
石
）・
御
右
筆
入
来
有
之
候
也

一
、
黒
田
宮
へ
十
兵
衛
〔
尾
池

納
戸
方
〕
参
候
処
、
十
兵
衛
名
の
り
居
所
、
歳
抔
承
之
候
由
也

一
、
三
好
氏
（
三
好
甚
左
衛
門

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
入
込
候
事

一
、
宮
崎
助
太
夫
（
案
内
役

七
〇
〇
石
）
入
込
有
之
候
也

一
、
夕
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）・
御
右
筆
入
来
、
酒
等

差
出
、
尤
孫
左
衛
門
え
は
早
引
也

一
、
夕
、
福
岡
ゟ
宿
継
到
着

八
月
廿
四
日

若
松
泊

若
松
泊
り

一
、
今
朝
、
乗
船
之
筈
候
得
共
、
風
雨
ニ
而
延
引
ニ
相
成

一
、

今
朝
乗
船

今
朝
乗
船
之
処
ニ
而
、
七
時
頃
目
覚
ニ
而
身
仕
廻
相
仕
廻
認
中
ニ
、
御
延
引
之
段
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内

役

七
〇
〇
石
）
申
出
ニ
付
、
六
時
頃
ゟ
又
々
寝
候
而
、
四
過
頃
目
覚
い
た
し
、
未
雨
戸
明
不
申
内
、
御
右
筆
参
、
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雨
戸

雨
戸
か
明
キ
候
を
見
う
け
候
而
宿
ニ
参
候
付
、
早
速
致
目
覚
、
呼
ニ
遣
候
也

一
、
江
戸
え
十
三
日
飛
脚
差
立
候
、
然
ニ
飛
脚
之
者
は
爰
元
ゟ
直
ニ
立
、
全
く
ふ
ひ
之
儀
ニ
而
宿
え
も
不
通
出
立
い

た
し
候

一
、
八
半
時
比
当
所
出
立
、
乗
船
ニ
相
成
、
然
ル
ニ
塩
時
宜
敷
ニ
付
、
只
今
御
乗
船
ニ
相
成
候
而
宜
旨
、
船
方
ゟ
三

使
え
申
上
候
而
、
致
出
立
可
宜
と
助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）
申
上
ル
、
参
候
処
、
只
今
御
乗
船
宜
由
申

出
ニ
付
、
装
束
等
相
仕
廻
居
候
而
、
直
ニ
致
出
立
候
処
、
最
早
曽
我
殿
（
巡
見
使
）
出
立
ニ
相
成
居
候
間
、
致

脇
道
か
け
ぬ
け

脇

道
か
け
ぬ
け
候
処
、
間
ニ
合
ひ
候
得
共
、
外
道
を
か
け
大
心
配
い
た
す
ハ
、
今
朝
十
兵
衛
〔
尾
池

納
戸
方
〕・
文

内
〔
佐
熊

小
姓
〕

妙
見
崎

妙
見
崎
え
為
見
分
参
候
節
、
右
之
脇
道
し
り
居
ニ
付
宜
敷
、
無
左
も
ハ
と
て
も
間
ニ
合
ひ
不
申
、

以
後
心
得
有
へ
き
儀
也

但
、
右
之
都
合
ニ
付
、
六
尺
ハ
小
道
を
か
け
、
嘸
々
心
配
致
た
る
と
相
考
へ
候
間
、
今
夕
・
明
夕
ニ
掛
ケ

酒
な
り
共
の
ま
せ
候
様
、
十
兵
衛
〔
尾
池

納
戸
方
〕
え
申
談
置

一
、
三
使
乗
船
後
、
見
合
せ
、
手
前
乗
船
い
た
し
、
若
松
ニ
而
上
り
場
之
都
合
之
た
め
、
脇
坂
豊
八
と
申
郡
方
付
之

者
壱
人
乗
せ
組
候
也

一
、

若
松
波
戸
場

若
松
波
戸
場
出
張
場
之
脇
ニ
二
階
屋
有
り
、
そ
れ
ニ
当
時
在
宿
い
た
し
候
事

一
、
若
松
滞
船
ニ
付
、
中
町
米
屋
勝
右
衛
門
と
申
者
え
止
宿
い
た
し
也

（
虫
喰
）

一
、
□
□
□
五
郎
右
衛
門
、
当
所
出
役
い
た
し
居
間
、
安
否
為
尋
参
る

（
虫
喰
）

一
、
□
□
ゟ
降
つ
ゝ
き
、
乗
船
之
比
ゟ
降
や
ミ
曇
天
也
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一
、
石
井
太
郎
助
・
石
井
権
助
（
小
船
頭

一
〇
石
三
人
扶
持
）
為
安
否
尋
参
る

一
、
六
尺
之
者
、
今
日
致
出
精
候
付

酒

酒
等
取
計
候
様
、
十
兵
衛
〔
尾
池

納
戸
方
〕
え
申
付
置
候
得
共
、
理
之
、
酒
等

ニ
而
は
あ
つ
さ
も
不
相
持
居
ニ
付
、
酒
代
之
方
可
然
と
申
合
候
由
ニ
而
、
百
疋
遣
可
申
段
善
兵
衛
〔
小
西

取
次
役
〕

ゟ
申
出
ル

一
、
今
日
、
何
か
都
合
宜
敷
相
済
付
、
善
兵
衛
〔
小
西

取
次
役
〕
初
、
御
側
御
小
姓
を
呼
出
、
酒
等
の
ま
せ
候
事

一
、
宿
、
米
屋
勝
右
衛
門
と
申
者
ハ
、
船
弐
艘
持
、
高
五
百
石
余
之
船

一
、

若
松
家
数

若
松
総
家
数
、
大
体
三
百
軒
計
之
由

（
虫
喰
）

一
、
当
所
滞
船
ニ
相
成
候
付
相
滞
候
、
其
段
□
崎
□
新
平
□
□
候
間
、
同
人
ハ
其
比
申
遣
ニ
付
、
夜
具
を
取
寄
、
徳

平
付
添
、
夕
八
時
頃
□
着

一
、
黒
崎
宿
え
は
新
平
〔
萩
原

御
側
〕・
足
軽
曽
六
〔
山
崎

荷
才
料
足
軽
〕
と
申
者
残
置
、
□
も
同
様
残
置
也

八
月
廿
五
日

若
松
泊

若
松
泊
り

一
、
若
松
滞
船
ニ
相
成
、
手
前
当
所
滞
し

一
、
夜
前
ゟ
風
烈
し
く
、
今
朝
ゟ
雨
ハ
降
ヤ
ミ
候
得
共
、

北
風
吹

北
風
吹
つ
ゝ
き
、
と
て
も
出
船
之
天
和
ニ
無
之
候
事

（
宿
ヵ
）

一
、
着
之
か
ゝ
、
至
而
し
ゃ
う
も
ん
、
三
十
計
、

娘
十
五

娘
は
か
な
り
に
有
之
、
名
お
こ
う
と
申
也
、
歳
ハ
十
五
也
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一
、

と
な
り
の
娘

と
な
り
の
娘
ハ
、
お
ふ
さ
ニ
能
く
に
て
お
る
由
也
、
地
蔵
山
ニ
居
候
女
ニ
能
く
に
た
り

一
、
阿
部
文
兵
衛
（
右
筆

一
五
石
四
人
扶
持
）・
牧
市
太
夫
（
右
筆
）、
黒
崎
ゟ
七
時
過
比
当
所
着
、
参
ル

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
入
来
有
之
候
也

一
、
昨
日
、
妙
見
崎
出
立
之
節
、
牽
キ
馬
牽
せ
、
若
松
え
は
牽
せ
可
申
、
黒
崎
え
何
つ
れ
引
取
候
様
残
置
候
事

一
、
神
屋
宅
右
衛
門
（
郡
奉
行

ニ
〇
〇
石
）、
安
否
為
尋
入
来
有
之
也

（
宿
ヵ
）

一
、
昨
夜
は
、
当
所
滞
之
心
得
ニ
而
も
無
之
ニ
付
、
夜
具
等
不
持
越
ニ
付
、
黒
崎
着
え
取
ニ
遣
候
間
、
当
所
之
夜
具

ニ
而
相
仕
廻
、
小
夜
具
ハ
持
せ
居
候
間
、
彼
是
ニ
而
相
仕
廻
候
事

一
、
当
所
ニ
エ
ビ
ス
有
り
、
朝
飯
後
相
願
参
詣
、
何
と
か
内
右
衛
門
、
此
節
旅
行
之
節
汐
井
請
候
間
、
夫
を
重
兵
衛

〔
尾
池
十
兵
衛

納
戸
方
〕
ニ
相
頼
ニ
返
し
候
由
承
り

一
、
昨
日
、

妙
見
崎

妙
見
崎
ニ
罷
出
候
節
、
曽
我
殿
（
巡
見
使
）
下
乗
段
々
挨
拶
有
之
、
頃
日
手
前
少
々
風
邪
気
ニ
有
之
候

段

挨
拶

挨
拶
有
之
、
大
久
保
殿
（
巡
見
使
）
え
は
下
乗
な
し
、
戸
前
引
一
通
り
挨
拶
有
之
、
近
藤
殿
（
巡
見
使
）
ハ
歩
行

ニ
而
曽
我
殿
同
様
段
々
挨
拶
有
之
候

八
月
廿
六
日

一
、
昨
日
ゟ
之
風
と
れ
、
晴
天
ニ
相
成

一
、
宮
本
帯
刀
（
船
手
頭
）
御
用
ニ
而
参
、
申
置
候
也

一
、
壱
軒

と
な
り
之
娘

と
な
り
之
娘
ハ
、
ま
き
ニ
能
く
に
て
う
り
二
ツ
ニ
割
り
候
様
な
る
、
能
く
に
た
者
也

天保９(1838)年 幕府巡見使に付き添った福岡藩家老の記録－ 183 －



一
、
晴
天
ニ
相
成
候
得
共
、
沖
ハ
波
立
強
く
候
付
、
滞
船
ニ
相
成

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）・
助
太
夫
（
宮
崎

案
内
役

七
〇
〇
石
）
入
来
有
之
候
事

一
、

置
鮎

置
鮎
次
郎
助
（
小
船
頭

一
七
石
五
人
扶
持
）
安
否
為
尋
参
、
申
置
候
由

一
、
夕
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
参
候
付
、

酒

酒
等
差
出
ス

（
芸
子
）

（
酌
）

一
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
宿
ニ
げ
い
こ
、

小
女

小
女
等
参
、
し
ゃ
く
等
い
た
し
候
由
也

一
、
持
込
居
候
煙
管
・
腰
差
、
た
こ
入
ハ
つ
ぎ
ハ
け
、
さ
し
ハ
あ
□
、
十
兵
衛
〔
尾
池

納
戸
方
〕
え

極
々
内
分

極
々
内
分
ニ
而

遣
候
事〇

此
度
、
先
ツ
無
滞
相
済
、
誠
ニ
妙
見
崎
出
方
之
節
、
重
兵
衛
〔
尾
池
十
兵
衛

納
戸
方
〕
致
出
精
、
都
合
宜

相
済
候
付
、
内
分
ニ
而
遣
也

八
月
廿
七
日

一
、
今
暁
八
ツ
時
頃
、
壱
番
貝
立
、
六
ツ
時
過
頃
弐
番
貝
立
、
同
時
頃
三
番
貝
ニ
、
三
使
共

出
船

出
船
ニ
付
波
戸
場
出
方

但
、
波
戸
場
御
通
船
之
節
、
曽
我
殿
（
巡
見
使
）・
近
藤
殿
（
巡
見
使
）
え
は

扇
子

扇
子
ニ
而
御
請
有
之
、
大
久
保

殿
（
巡
見
使
）
其
儀
な
し

一
、
宿
え
一
旦
帰
り
、
夫
ゟ
若
松
ニ
エ
ヒ
ス
有
り
、
致
参
詣
候
処
、
老
人
之
神
主
出
也
、
取
扱
は
壱
人
也
、
少
々
致

見
物
、
乗
船
、

黒
崎

黒
崎
え
四
ツ
半
時
頃
着
、
然
処
先
日
之
宿
ハ
下
向
御
座
候
処
ニ
付
、
引
吉
屋
幸
助
と
申
者
方
休
、

其
頃
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
境
原
ゟ
引
取
、
入
来
有
之
候
事
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一
、
御
右
筆
両
人
、
平
助
（
花
房

案
内
役

七
〇
ニ
石
）・
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）・
宅
右
衛
門
（
神

屋

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）・
梶
原
源
十
郎
（
浦
奉
行

一
三
〇
石
）
参
、
い
つ
れ
も
今
日
出
立
之
由
、
福
岡
え
飛
脚
差

立
事
ニ
相
済
候
付
、
御
右
筆
両
人
え
酒
出
居
候
内
、
神
屋
（
宅
右
衛
門

郡
奉
行

二
〇
〇
石
）
参
掛
り
、
酒
等
飲
ま

せ
候
事

（
山
鹿
）

一
、

万
々
相
済

万
々
相
済
、
九
半
過
頃
出
立
、
吉
田
の
き
り
ふ
通
、
吉
田
村
米
屋
善
六
え
小
休
、
山
家
ゟ
乗
船
、
芦
屋
え
六
時

頃
着
、

芦
屋
町

芦
屋
町
庄
屋
与
四
郎
と
申
者
方
也

〇
何
と
か
与
四
郎
、
曽
我
殿
宿
之
由
也

一
、
此
節
、
数
日
滞
留
ニ
付
、
能
之
青
木
文
之
進
か
御
使
者
、
御
菓
子
一
箱
之
仕
付
ニ
付
、
急
々
罷
帰
宜
申
上
候
様

申
付
、
以
別
儀
よ
い
御
酒
の
ま
せ
候
事

一
、
今
夕
ハ
此
節
万
々
相
済
事
ニ
、
妙
見
崎
出
方
之
節
、
都
合
能
相
済
候
事
ニ
付
、
善
兵
衛
〔
小
西

取
次
役
〕
初
、

御
小
姓
共
迄
も
御

酒
の
ま
せ

酒
の
ま
せ
候
也

一
、
黒
崎
宿
吉
井
屋
藤
六
と
申
者
、
総
体
心
得
方
宜
、
末
々
迄
も
取
扱
宜
ニ
付
、
宿
挨
拶
等
入
念
之
様
、
至
而
悦
、

菓
子
一
箱

菓
子
一
箱
差
上
度
由
ニ
而
差
上
候
事

一
、
御
右
筆
ハ
植
木
泊
之
由
、
道
筋
為
楽
ミ
、
吉
井
屋
藤
六
ゟ
差
上
候
菓
子
一
箱
、
市
兵
衛
手
紙
添
ニ
而
遣
候
事

一
、
馬
少
々
乗
、
至
而
宜
敷
候
事

一
、
善
兵
衛
〔
小
西

取
次
役
〕、
下
次
ニ
而
ま
た
〳
〵
之
立
□
い
た
す

一
、
登
兵
衛
〔
大
塩

小
姓
〕、

う
た
い
二
番

う
た
い
二
番
う
た
ハ
せ
り
事
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一
、
甚
左
衛
門
（
三
好

御
用
聞

八
〇
〇
石
）
ハ
植
木
泊
り
、
孫
左
衛
門
（
建
部

案
内
役

七
〇
〇
石
）
ハ
底
井
野
泊
り
、

御
右
筆
ハ
甚
左
衛
門
同
宿
之
由
也

八
月
廿
八
日

晴
天

一
、
六
半
時
頃

芦
屋

芦
屋
出
立
、
浜
手
ニ
下
り
、
海
之
模
様
少
々
致
見
物
、
夫
ゟ
ぬ
か
塚
村
入
口
、
秋
竹
秀
氏
と
申
医
師

之
方
え
小
休
、
六
合
、
十
兵
衛
〔
尾
池

納
戸
方
〕
山
田
村
氏
寺
宮
参
詣
、
神
主
秋
竹
む
つ
之
守
と
申
仁
也
、
夫
ゟ

赤
間

赤
間
駅
吉
井
屋
専
兵
衛
と
申
者
方
ニ
而
昼
休
い
た
し
候
事

一
、
吉
井
屋
ハ
此
度
御
巡
見
使
下
向
之
節
、
近
藤
殿
（
巡
見
使
）
旅
宿
ニ
相
成
候
由

（
穂
ヵ
）

一
、

畦
町

畦
町
ニ
而
大
意
村
庄
屋
幸
吉
と
申
者
方
ニ
而
小
休
、
夫
ゟ
上
西
郷
村
小
名
陣
原
と
申
所
、
此
度
御
巡
見
使
下
向

之
節
、
立
場
ニ
相
成
候
跡
ニ
駕
籠
立
候
、
夫
ゟ

青
柳

青
柳
駅
町
茶
屋
、
木
戸
勝
と
申
者
方
え
七
ツ
時
過
比
着
、
止
宿
い

た
す

一
、
先
行
、
久
兵
衛
〔
吉
川

小
姓
〕
也

一
、
為

土
産

鶉

土
産
持
帰
り
候
鶉
、
当
所
ニ
而
相
求
候
事

八
月
廿
九
日

雨
天

帰
頃
降
や
ミ
居
申

一
、
五
時
頃
青
柳
出
立
、
浜
男
庄
屋
興
三
と
申
者
に
て
昼
休
、
夫
ゟ

箱
崎

箱
崎
町
万
家
次
郎
助
と
申
者
小
休
、
八
ツ
時
頃

帰
宅

帰
宅
い
た
す

一
、
今
日
は
箱
崎

汐
井

汐
井
ニ
而
、
参
詣
人
等
有
之
ニ
付
、
為
代
参
新
平
〔
萩
原

御
側
〕
相
勤

一
、
青
柳
駅
ハ
づ
れ
ゟ
降
出
、
箱
崎
着
頃
ゟ
帰
宅
迄
ハ
晴
候
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御
巡
見
使
御
付
廻
ニ
付
、

供
廻
り

供
廻
り
左
之
通

絹
羽
織
着

中
小
姓

四
人

同

陸
士

三
人

駕
籠

六
人

鎗

壱
人

鋏
箱

壱
人

長
柄
傘

壱
人

牽
馬
口
付

両
人

沓
篭

壱
人

笠
篭
三
荷

三
人

竹
馬
二
荷

両
人

押
上

壱
人

〆
絹
帯
着
用

頭
取

壱
人

乗
掛
ケ

壱
人
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鎗
持

先
行

中
小
姓

壱
人

小
頭

壱
人

荷
才
料

壱
人

駄
荷

二
疋

供
之
面
々

供
之
面
々
名
元
左
之
通

取
次
役

小
西
善
兵
衛

納
戸
方

尾
池
十
兵
衛

御
側

萩
原
新
平

先
行
此
内
ゟ
参

吉
川
久
兵
衛

佐
伯
市
作

右
筆

木
原
佐
助

小
姓

佐
熊
文
内

大
塩
登
兵
衛

徳
重
左
兵
衛
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△
此
処
ニ
入
ル

馬
笹
森
栗
毛

口
付

孫
助

勘
七

長
柄
傘

吉
右
衛
門

草
履
取

大
蔵

押
上
足
軽

山
崎
七
次

荷
才
料
足
軽

山
崎
曽
六

駕
籠
之
者

籐
右
衛
門

吉
次

善
五
郎

善
市

源
次

広
島
之
者

久
右
衛
門
歟

善
兵
衛
下

惣
市

沓
篭

総
右
衛
門

天保９(1838)年 幕府巡見使に付き添った福岡藩家老の記録－ 189 －



鎗
持

恵
吉

鋏
箱

利
平

小
頭

△
勝
野
徳
平

【
補
足
史
料
】
天
保
九
年
『
御
巡
見
使
付
廻
相
勤
候
節

絵
図
類
』（「
三
奈
木
黒
田
家
文
書
」
一
八
五
三
号
）

黒
田
溥
整
が
久
留
米
藩
と
の
境
、
東
小
田
村
で
巡
見
使

を
迎
え
た
時
の
絵
図
。「
御
境
石
」
の
左
手
に
「
筑
後

御
役
人
控
所
」（
久
留
米
藩
役
人
）
が
あ
り
、
右
手
に
「
御

国
御
役
人
様
御
控
所
」（
福
岡
藩
役
人
）
が
描
か
れ
て
い

る
。「
御
手
水
所
」
の
便
所
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

－ 190 －


